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第１章 はじめに

１-１． 佐倉市上下水道ビジョン２０２４とは

佐倉市の水道事業は、昭和３１年度の供用開始から令和５年度で６７年が経過、下
水道事業は昭和４２年度の供用開始から令和５年度で５６年が経過し、ともに施設の
老朽化が進んでいます。また、水道・下水道施設の維持管理・更新においては、東日
本大震災や昨今のゲリラ豪雨等を踏まえ、災害・危機に耐え得る強い施設にしていく
必要があるため、今後、老朽化・耐震化対策や浸水対策に多額の費用がかかることが
見込まれます。
一方で、水道料金・下水道使用料収入は、人口減少や節水機器の普及などによる減

少傾向が見込まれるため、今後の財政運営はより一段と厳しいものになっていくこと
が想定されます。
本市では、このような佐倉市の水道事業・下水道事業が抱える経営課題に対して、

目指すべき将来像を設定するとともに、将来像を実現するための各種取り組み等を整
理する計画として、平成２８年３月に「佐倉市上下水道ビジョン」を策定しました。
『快適な暮らしを未来につなぐ佐倉の上下水道』という当ビジョンの基本理念のも

と、業務効率化による経費削減や適切な水道料金・下水道使用料の改定等を実施し、
持続可能な事業運営の実現に努めてきたところですが、ビジョン策定から７年が経過
し、佐倉市の水道事業・下水道事業を取り巻く環境も大きく変化していることから、
現状分析と将来の事業環境の予測を踏まえて改めて課題を確認し、今後の取り組みを
整理するため、新たに「佐倉市上下水道ビジョン２０２４」として見直しました。

佐倉市水道事業・下水道事業の課題

＜水需要の減少＞

＜施設の老朽化＞ ＜災害対策・危機管理の強化＞

「佐倉市上下水道ビジョン」

「佐倉市上下水道ビジョン２０２４」

（目的）

（目的）
・将来像の実現に向けた各種取り組みの整理

・佐倉市水道事業・下水道事業の目指すべき将来像の設定

・佐倉市水道事業・下水道事業を取り巻く環境の変化の反映

・経営課題の再確認と各種取り組みの再整理

図１-１ 佐倉市上下水道ビジョンの策定及び見直しの主な目的
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１-2．本ビジョンの位置づけと計画期間

本ビジョンは、厚生労働省による「新水道ビジョン１」（平成２５年３月策定）、
国土交通省による「新下水道ビジョン２」（平成２６年７月策定）において策定が推
奨されている水道・下水道事業体による長期ビジョンとして位置づけられるものです。
また、本ビジョンは、千葉県や印旛広域水道用水供給事業における関連計画等との

整合を図りつつ、「第５次佐倉市総合計画３」に基づく水道・下水道分野の長期の個
別計画として策定するものです。さらに、佐倉市水道事業・下水道事業において策定
される各種計画をとりまとめる計画でもあります。
加えて、令和３年３月に策定した「佐倉市上下水道事業 投資・財政計画４」と本

ビジョンとを一体化させることで、本市における「経営戦略５」を構成しています。

図１-２ ビジョンの位置づけ

佐倉市上下水道ビジョン
２０２４

＜厚生労働省※＞
新水道ビジョン

・印旛広域水道用水
供給事業

水道事業・下水道事業の各種計画

＜国土交通省＞
新下水道ビジョン

本ビジョンの計画期間は、「第５次佐倉市総合計画」との整合を図るため、令和６
年度から令和１３年度までの８年間とします（令和６年度は中期基本計画の初年度に
あたり、令和１３年度は後期基本計画の最終年度にあたります）。

第５次佐倉市総合計画第４次佐倉市総合計画

平成28年4月

策定を
推奨

令和5年度 令和9年度 令和13年度

佐倉市上下水道ビジョン２０２４佐倉市上下水道ビジョン

前期基本計画 中期基本計画 後期基本計画

図１-３ ビジョンの計画期間

１水道の理想像とともに、目指すべき方向性や実現方策、関係者の役割分担等を示したもの
２下水道の使命・長期ビジョン及び長期ビジョンを実現するための中期計画を示したもの
３佐倉市の将来像とそれをめざすための基本的な施策を表したまちづくりの根幹を担う最上位計画
４佐倉市の水道料金・下水道使用料収入や施設の更新費用等の見通しを見える化し、透明性の高い適時
適正な経営改善の実施によって、持続可能な事業を構築することを目的に策定された計画
５公営企業の中長期的な経営の基本計画で、総務省が令和２年度までの策定を求めたもの

経営戦略
佐倉市上下水道事業
投資・財政計画

令和元年度

連携

第５次佐倉市総合計画

・千葉県

関連計画
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(注)本ビジョンの図表における「年度」とは、全て『年度末』を示します。

※令和６年度より、水道の整備や管理に関する業務は「国土交通省」に、水道の水質に関する業務は「環境省」に
移管されることとなりました。



第２章 水道・下水道事業の現状

2-１． 水道事業の沿革と概要

佐倉市水道事業の前身は、昭和初期に旧佐倉町を中心に営まれた私営水道で、佐倉
市が創設されるまでの約３０年間に亘り、佐倉町民に生活用水を供給してきました。
昭和２９年３月、町村合併により、佐倉町・臼井町・根郷村・和田村・弥富村・志

津村の２町４村が合併し、人口３５，１９６人の佐倉市が誕生しました。
この頃から公営水道設置の要望が高くなり、昭和３１年３月に佐倉市水道事業の認

可申請を行い、公営企業部を設置。同年１１月１日に前述の水道施設を買収して佐倉
市水道事業として給水を開始しました。
その後、第１次から第７次（変更）の拡張事業認可を経て、現在まで給水を継続し

ています。なお、現在の事業認可内容は、佐倉市全域を給水区域に設定し、計画給水
人口１９６，０００人、１日最大配水量８４，５００㎥となっています。
また、昭和６２年５月には浄水方法の変更認可を受け、従前から給水区域内で発生

が相次いでいた濁り水６の対策として、各浄水場に除鉄・除マンガン装置を設置して
います。
平成２３年３月１１日の東日本大震災においては、致命的な施設の損傷は無かった

ものの、印旛広域水道用水供給事業７からの受水が送水管の漏水補修のために長時間
停止し、加えて南部浄水場系水源井戸の長時間の停電によって地下水の汲み上げもで
きず、断水を余儀なくされました。
このことを教訓とし、停電対策として、南部浄水場・志津浄水場に蓄電設備を備え

た配水ポンプの整備や、水源井戸に非常用発電機の設置を行いました。
このほか、衝撃に弱いとされている石綿セメント管（延長２１４ｋｍ）をより耐震

性の高い管に替えるため、以前から進めていた改修工事が平成２４年７月に完了して
います。
平成２６年４月１日からは、佐倉市下水道事業が公営企業８に移行したことを受け、

組織を統合し、上下水道部を発足しました。

（１） 水道事業の沿革

６塩素による地下水の消毒過程で酸化し水道管内に付着していた鉄やマンガンのミネラル成分が、水道
水の流速や流向の変化等によって剥がれ落ち、赤く濁った水として排出される現象
７印旛郡市広域市町村圏事務組合が実施する水の卸売り事業。一般家庭に直接ではなく、印旛地区にお
ける７市１町１企業（成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、長
門川水道企業団）へ水道水を供給している。
８水道事業、下水道事業、病院事業、ガス事業など、地方公共団体が経営する企業

図２-１ 旧・佐倉市水道事業事務所 図２-２ 完成間近の南部浄水場配水池
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佐倉市南部浄水場

佐倉市志津浄水場

佐倉市上座浄水場

送水管

〃 （計画中）

①～⑭、 供給地点

※千葉県水道局施設

導水管 送水管

図２-４ 印旛広域水道用水供給事業における送水系統図

（出典）印旛郡市広域市町村圏事務組合水道企業部「送水系統図」を一部修正
https://www.i-kouiki.jp/kouiki-w/data/sousuikeitouzu7.pdf

（２） 水道事業の概要

① 水源から給水までの流れ

佐倉市水道事業では、自己水源として井戸を保有しており、汲み上げた地下水を塩
素消毒や除鉄・除マンガン処理によって浄水し、水道水として利用しています。
この地下水のみでは必要な水量に満たないため、印旛広域水道用水供給事業から水

道水を購入（受水）し、浄水場の配水池で地下水と混合した上で、佐倉市の水道水と
して市内各地に供給しています。

図２-３ 水道事業における取水から給水の流れ

鉄・ﾏﾝｶﾞﾝ 除去塩素消毒

＜配水池＞＜井戸＞ ＜給水装置＞自
己
水
源

受
水

＜河川・湖沼＞

印旛広域水道用水供給事業
地下水 約52％

受水 約48％

※令和4年度
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② 水源状況

令和４年度現在、佐倉市の水道水は、約５割が自己水源の井戸から汲み上げた地下
水、残り約５割が印旛広域水道用水供給事業からの受水で構成されています。

このうち地下水については、地盤沈下防止の観点から千葉県環境保全条例９によっ
て厳しい規制を受けており、井戸の本数や汲み上げ量が制限されています。

当市を含む印旛郡市は、昭和４９年から全域が「地下水採取規制区域」に指定され、
地下水に替わる新たな水源を確保しなければならない状況となったため、国が進める
ダム事業（奈良俣ダム、八ッ場ダム、霞ケ浦導水１０）に全市町が一致協力して参画
しています。

これまで「他の水源の確保が著しく困難な場合に限り」、暫定的に井戸の利用が許
可されてきましたが、これらダム事業の完成によって新たな水源が確保できつつある
ことから、今後は条例に則り、井戸からの地下水の汲み上げ量を削減していかざるを
得ない状況です。

（出典）印旛郡市広域市町村圏事務組合水道企業部 「水源図」を一部修正
https://www.i-kouiki.jp/kouiki-w/data/suigenzu.pdf

図２-５ 印旛広域水道用水供給事業における水源図

９生活環境の保全等に関する施策や規制等を計画的に推進することを主な目的とする条例。地盤沈下及
び地下水位の著しい低下のおそれがあると認められる地域を「地下水採取規制地域」として定めてお
り、指定地域内における地下水採取は知事の許可が必要となる。
１０霞ヶ浦と那珂川、霞ヶ浦と利根川をそれぞれ地下トンネルで結ぶ水路。霞ヶ浦や桜川等の水質浄化、
那珂川や利根川の流水の正常な機能の維持、都市用水の確保等を目的とする。

八ッ場ダム
令和２年 完成

奈良俣ダム
平成３年 完成

霞ヶ浦導水
令和12年完成予定
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給水人口の実績は、平成２３年度をピークに緩やかな減少傾向で推移しています。
人口の減少に伴い総配水量も同様に減少しており、平成２３年度と直近の令和４年

度を比較すると、約３.４％（６２０,１５１㎥）の減少量となっています。
なお、令和２年度に傾向が大きく変化しているのは、新型コロナウイルス感染症の

拡大に伴う生活様式の変化によって家庭用水量の需要が増加したことによるものです
が、令和４年度には従前の傾向に戻っています。

（２） 水道事業の概要

③ 給水人口と総配水量

160,000

161,000

162,000

163,000

164,000

165,000

166,000

167,000

168,000

16,000,000

16,300,000

16,600,000

16,900,000

17,200,000

17,500,000

17,800,000

18,100,000

18,400,000

総配水量 給水人口

図２-６ 給水人口と総配水量

給
水
人
口
（人）

総
配
水
量

（㎥）

佐倉市の水道水は、自己水源（井戸）からの取水と印旛広域水道用水供給事業から
の受水を混合しています。
令和２年度に八ッ場ダムの稼働が開始されたことに伴い受水量が増加し、全体に占

める受水量の割合は約５割まで増加しています。

④ 取水量と受水量

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

4,000,000

8,000,000

12,000,000

16,000,000

20,000,000

取水量 受水量 全体に占める受水量の割合
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図２-７ 取水量と受水量
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水道事業は独立採算の原則のもとに運営されており、施設の更新や維持管理に必要
な経費の多くは水道料金で賄われています。本市では、全国の同規模（給水人口１５
万人～３０万人）事業体と比較して企業債１１の借入残高が非常に少ない健全な経営
状況を維持し、平成１３年度の実施以降、２０年以上に亘って水道料金の改定を行わ
ず事業を運営してきました。
しかしながら、人口減少に伴う収入減や水道施設の耐震化・老朽化対策費用の増加、

八ッ場ダム１２の稼働開始に伴う受水費の増加など、様々な経営課題を抱えるように
なり、持続可能な水道事業を構築するため、令和４年度に水道料金を改定しました。
当改定は、利用者の急激な料金負担増を避けるため、水道事業が保有する現金預金

を活用して大幅値上げを回避する方策を取ったことから、料金改定後も供給単価１３

（１９０.４１円）は給水原価１４（２０７.６４円）を下回っている状況です。
今後も財政指標や現金預金残高の推移を注視し、事業の効率化に努めるとともに、

適時適正な料金の見直しを実施していく必要があります。

⑤ 経営状況

分析項目※ 令和４年度 算 式

経
営
の
健
全
性
・効
率
性

１．経常収支比率（％） 103.91 （経常収益÷経常費用）×１００

２．流動比率（％） 887.07 （流動資産÷流動負債）×１００

３．企業債残高対
給水収益比率（％）

45.56 （企業債現在高合計÷給水収益）×１００

４．料金回収率（％） 91.70 （供給単価÷給水原価）×１００

５．給水原価（円） 207.64 （経常費用－長期前受金戻入）÷年間総有収水量

６．施設利用率（％） 75.17 （一日平均配水量÷一日配水能力）×１００

７．有収率（％） 94.46 （年間総有収水量÷年間総配水量）×１００

図２-８ 現金預金残高と当年度純利益の推移

表２-１ 水道事業の財務指標

※市町村公営企業決算「経営比較分析表」を参照

現
金
預
金
残
高

（億円）

当
年
度
純
利
益

１１地方公営企業が施設の建設・改良等に要する事業費に充てるために借り入れる資金
１２首都圏を含む利根川下流部への洪水調節や水道及び工業用水の補給、吾妻川の流水の正常な機能の
維持と増進、水力発電等を目的に建設された重力式コンクリートダム（令和２年３月完成）
１３水道水１㎥当たりの販売単価
１４水道水１㎥当たりの製造単価
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第７次拡張事業により整備・拡充された浄水場で、昭和５８年から給水を開始しま
した。主として志津地区北部及び臼井地区北部とその周辺部に給水しています。

<上座浄水場＞

図２-９ ３浄水場の位置と外観

第６次及び第７次拡張事業により整備された浄水場で、昭和４８年に給水を開始し、
昭和６０年からは、印旛広域水道用水供給事業より受水を開始しました。主として佐
倉地区及び４つの工業団地が立地する根郷地区とその周辺部へ給水しています。

<南部浄水場＞

⑥ 水道施設

第５次拡張事業により建設された浄水場で、昭和４４年に給水を開始し、昭和６１
年からは、印旛広域水道用水供給事業からの受水を開始しました。一部を上座浄水場
に送水するとともに、主として志津地区南部及び千代田地区に給水しています。

<志津浄水場＞

志津浄水場

上座浄水場

南部浄水場

③南部浄水場
給水能力 25,000m3/日
敷地面積 12,770m2

①志津浄水場
給水能力 25,900m3/日
敷地面積 12,624m2

②上座浄水場
給水能力 12,790m3/日
敷地面積 8,860m2

佐倉市上下水道部

３

２

１
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佐倉市に布設されている水道管（導水管・送水管・配水管）の総延長は、令和４年
度末時点で約８２５ｋｍあります。
水道事業の供用開始から６０年以上が経過しており、法定耐用年数１５を超過した

水道管の総延長に占める割合（管路経年化率）は、令和４年度末で約１５％となり、
年々増加しています。

<水道管＞

図２-１０ 布設年度別水道管延長
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図２-１１ 総延長と管路経年化率の推移

１５構築物・管路施設・機械設備・電気設備などの資産価値を償却するための年数を定めたもの。
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2-２． 下水道事業の沿革と概要

佐倉市では、昭和４１年度に印旛沼の水質汚濁防止と生活環境の改善を目的に、単
独公共下水道として、計画処理面積２００ｈａの規模で下水道事業に着手しました。
その後、昭和４６年度からは印旛沼流域関連公共下水道として、４４１．５ｈａの

認可を受け整備に着手し、平成３年には住居系市街化区域の整備がほぼ完了に至った
ことから、平成４年度からは市街化調整区域の整備に着手しています。
なお、昭和４６年度に事業認可を取得して以降、計２５回の変更を行っており、現

在では計画区域を２，８２２ｈａまで拡大しています。
平成２６年４月１日からは地方公営企業に移行し、佐倉市水道事業と組織を統合し、

上下水道部を発足しました。

（１） 下水道事業の沿革

１６雨水管と汚水管を埋設し、汚水は処理場で処理し、雨水は海・河川・湖沼等に放流する処理方式。
一方、汚水と雨水を一つの下水道管に集め、処理施設に送る方式を「合流式」という。

図２-１３ 佐倉市下水道事業における印旛沼流域下水道を介した汚水処理のルート図

図２-１２ 佐倉市下水道事業における汚水・雨水の流れ

汚水

雨水

・汚水管
・ポンプ場

・雨水管
・Ｕ字溝

印旛沼流域下水道 東京湾

印旛沼

（汚水処理）

印旛沼流域下水道 東部幹線ルート図

東京湾

佐倉市の下水道は、汚水（生活排水や工場排水等）と雨水を別々に処理する分流式
１６を採用しており、佐倉市で排出された汚水は、汚水管を通じて印旛沼流域１３市
町を対象とする印旛沼流域下水道に集められ、花見川終末処理場（千葉市美浜区磯
辺）及び花見川第二終末処理場（千葉市美浜区豊砂、習志野市芝園）で浄化された後、
東京湾に放流されます。

一方、佐倉市の道路や宅地に降った雨水は、Ｕ字溝から雨水管を通り、市内を流れ
る河川に放流され、その多くが印旛沼へ流れ着きます。

（２） 下水道事業の概要

① 排水から処理までの流れ

河川
（一部、東京湾）
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処理区域内人口１７及び水洗便所設置済人口１８の実績は、平成２５年度をピークに
緩やかな減少傾向で推移しています。
総処理水量も同様に減少傾向で推移していましたが、新型コロナウイルス感染症の

拡大に伴う家庭からの汚水量の増加等によって、令和２年度の実績はピーク時（平成
２２年度）とほぼ同じ水準となりました。
しかし、令和２年度の状況は一時的なもので、その後は人口減少等の影響による減

少傾向が続いています。

② 処理区域内人口・水洗便所設置済人口と総処理水量

図２-１４ 総処理水量と処理区域内人口・水洗便所設置済人口の推移

総
処
理
水
量
（㎥）

下水道で処理した汚水のうち、下水道使用料収入算定の対象となる有収水量は、平
成２２年度をピークに減少傾向にあります。総処理水量と同様、新型コロナウイルス
感染症拡大に伴う影響等によって、令和２年度に一時的な増加が見られます。
また、年間の総処理水量に対する有収水量の比率である有収率は、８０％程度で推

移しています（汚水管へ流入した雨水等の「不明水」と呼ばれる水量が要因で、総処
理水量は有収水量より多くなります）。

③ 有収水量と有収率

有
収
率

（％）

有
収
水
量

（㎥）

図２-１５ 有収水量と有収率の推移
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１７公共下水道が供用開始され、汚水を終末処理場で処理することができる地域（処理区域）の人口
１８処理区域内人口のうち、水洗便所を設置・使用している人口
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下水道事業は、独立採算の原則のもとに運営されており、汚水処理に係る施設の更
新や維持管理に必要な経費の多くは下水道使用料で賄われています。また、雨水につ
いては、一般会計からの繰入金や国からの補助金を財源として整備を実施しています
（雨水公費・汚水私費の原則）。
本市では、平成６年度の実施以降、２０年以上に亘って下水道使用料の改定を行わ

ず事業を運営してきましたが、平成２６年度に公営企業会計に移行したことで、財務
体質の問題点が浮き彫りとなりました。加えて、人口減少に伴う収入減や下水道施設
の耐震化・老朽化対策費用の増加といった様々な経営課題を抱えていたことから、持
続可能な下水道事業を構築するため、平成２９年度に下水道使用料を改定しました。
当改定により財務体質は改善され、令和４年度の使用料単価１９（１３５.８５円）

は、汚水処理原価２０（１１８.８２円）を上回っています。
使用料改定後、国土交通省の推進に基づくストックマネジメント２１計画の導入で

建設改良事業費の削減・平準化が図られたこともあって、現金預金残高は増加傾向を
示しており、今後想定される中継ポンプ場の大規模改築等に備えています。

④ 経営状況

分析項目※ 令和４年度 算 式

経
営
の
健
全
性
・効
率
性

１．経常収支比率（％） 114.18 （経常収益÷経常費用）×１００

２．流動比率（％） 1,088.59 （流動資産÷流動負債）×１００

３．企業債残高対
事業規模比率（％）

108.04 企業債現在高合計 — 一般会計負担額
営業収益－ 雨水処理負担金

４．経費回収率（％） 114.33 （下水道使用料÷汚水処理費）×１００

５．汚水処理原価（円） 118.82 汚水処理費÷年間有収水量

６．水洗化率（％） 98.34 （水洗便所設置済人口÷処理区域内人口）×１００

図２-１６ 現金預金残高と当年度純利益の推移

表２-２ 下水道事業の財務指標

※市町村公営企業決算「経営比較分析表」を参照

現
金
預
金
残
高

（億円）

当
年
度
純
利
益

・
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現金預金残高 当年度純利益

１９有収水量１㎥あたりの下水道使用料収入
２０有収水量１㎥あたりの汚水処理費（汚水に係る維持管理費及び資本費）
２１従来のように施設毎ではなく、下水道施設全体の中長期的な施設状態を予測しながら、維持管理・
改築を一体的に捉えて計画的・効率的に管理する手法。具体的には、下水道施設全体の点検・調査結
果からリスク評価を行い、優先順位が高い箇所に絞って改築や修繕を実施していく。

×１００

(注)公営企業会計が導入された
平成２６年度から掲載。
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⑤ 下水道施設

佐倉市には、市内６箇所の中継ポンプ場があります。勾配による自然流下で汚水を
流す下水道管は、埋設される場所が地下深くなると、工事費が膨れ上がり、維持管理
も困難になります。そのため、管路の途中に設けた中継ポンプ場で汚水を地表近くま
で一旦汲み上げ、再び自然流下させています。
また、中継ポンプ場より小規模ですが、同様の役割を果たす施設としてマンホール

ポンプがあり、市内のマンホールのうち４９箇所に設置されています。

<中継ポンプ場・マンホールポンプ＞

図２-１７ 下水道主要施設図と各中継ポンプ場の外観

１ ２ ３

４ ５ ６

②志津中継ポンプ場

⑤西志津中継ポンプ場

①井野中継ポンプ場

⑥六崎中継ポンプ場

坂戸農業集落排水

③岩名中継ポンプ場

６

佐倉市上下水道部

④臼井中継ポンプ場
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佐倉市の下水道は分流式を採用しており、汚水管と雨水管を個別に管理しています。
令和４年度末時点の汚水管延長は約６４７ｋｍ、雨水管延長は約１７７ｋｍで、下水
道管の総延長は約８２４ｋｍとなります。
下水道事業の供用開始から５０年以上が経過しており、法定耐用年数を超過した下

水道管の総延長に占める割合（管渠老朽化率）は、令和４年度末で約２％となり、増
加傾向にあります。

<下水道管＞

総
延
長
（km）

管
渠
老
朽
化
率
（％）

図２-１９ 総延長と管渠老朽化率
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下水道施設の中で一番身近なマンホール。
より多くの方々に下水道について関心を持ってもらうため、

「佐倉市と学校法人女子美術大学との連携共働に関する協定
２２」に基づき、女子美術大学との連携でデザインマンホー
ルを制作し、市内各所に設置しています。

◆番外 <デザインマンホール＞

図２-２０ ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ

２２歴史的に深いつながりのある佐倉市と女子美術大学がこのつながりを現在に活かすため、教育、文
化、まちづくり等の分野で相互に協力し、地域社会の発展と人材育成に寄与することを目的に、平成
２４年に締結したもの

図２-１８ 布設年度別下水道管延長

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

（m）

14

昭
和
37
年
度

38
年
度

39
年
度

40
年
度

41
年
度

42
年
度

43
年
度

44
年
度

45
年
度

46
年
度

47
年
度

48
年
度

49
年
度

50
年
度

51
年
度

52
年
度

53
年
度

54
年
度

55
年
度

56
年
度

57
年
度

58
年
度

59
年
度

60
年
度

61
年
度

62
年
度

63
年
度

平
成
元
年
度

令
和
元
年
度

3
年
度

5
年
度

7
年
度

9
年
度

10
年
度

11
年
度

12
年
度

13
年
度

14
年
度

15
年
度

16
年
度

17
年
度

18
年
度

19
年
度

20
年
度

21
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

26
年
度

27
年
度

28
年
度

29
年
度

30
年
度

3
年
度

2
年
度

4
年
度

2
年
度

4
年
度

6
年
度

8
年
度

令
和
元
年
度

平
成
26
年
度

27
年
度

28
年
度

29
年
度

30
年
度

3
年
度

2
年
度

4
年
度

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

参
考
資
料



2-３． 上下水道部の組織体制

佐倉市上下水道部の組織は、佐倉市上下水道事業管理者、上下水道部長のもとに、
経営企画課、水道課、下水道課の３課８班により構成され、佐倉市水道事業及び佐倉
市下水道事業を運営・管理しています。

（管理者は含めず）

表２-３ 上下水道部年齢別職員構成（令和５年３月３１日時点）

佐倉市上下水道事業管理者

上下水道部長

経営企画課水道課 下水道課

建

設

班

給

水

班

水
道
施
設
班

財

務

班

総

務

班

管

渠

班

計

画

班

下
水
道
施
設
班

図２-２１ 組織図（令和５年３月３１日時点）

区 分 事 務 職 員 技 術 職 員 合 計

年 齢 区 分 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比

20歳未満

20歳以上 25 〃

25 〃 30 〃 1 5.3 5 18.5 6 13.0 

30 〃 35 〃 4 14.8 4 8.7 

35 〃 40 〃 2 10.5 6 22.2 8 17.4 

40 〃 45 〃 1 5.3 1 3.7 2 4.3 

45 〃 50 〃 2 10.5 3 11.1 5 10.9 

50 〃 55 〃 8 42.1 5 18.5 13 28.3 

55 〃 60 〃 3 15.8 1 3.7 4 8.7 

60 〃 2 10.5 2 7.4 4 8.7 

合 計 19 100.0 27 100.0 46 100.0

平 均 年 齢 51.3歳 42.3歳 45.6歳
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１. 危機管理体制の強化

2-４． 施策の進捗状況と評価・分析

佐倉市上下水道部は、平成２８年３月に策定した「佐倉市上下水道ビジョン」の基
本方針に基づき、水道事業・下水道事業を運営してきました。
本節では、課題の再確認や施策体系の見直しに向けて、これまでの各施策の取組内

容や実施状況について整理し、それらの評価・分析を行います。

図２-２２ 佐倉市上下水道ビジョン（平成２８年３月）における施策体系

快
適
な
暮
ら
し
を
未
来
に
つ
な
ぐ
佐
倉
の
上
下
水
道

水
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強
靭

危
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管
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基本理念 基本方針 基本施策 具体施策

１. 安全・安定給水の確保

２. 公共用水域の水質保全の促進

３. 浸水対策（雨水）の推進

４. 環境対策の推進

１. 水道施設の更新・耐震化

１. 経営基盤の強化

重
点

重
点

重
点

重
点

ⅰ.水道水の安全確保

ⅱ.安定給水の確保

ⅲ.水道施設の適切な維持管理

ⅰ.生活排水対策の推進

ⅱ.計画的な汚水処理

ⅲ.下水道施設の適切な維持管理

ⅰ.浸水対策の推進

ⅰ.環境対策の推進

ⅰ.水道管の更新・耐震化

ⅱ.施設の更新・耐震化

ⅲ.耐震化計画の適時適正な見直し

ⅳ.施設規模の最適化

２. 下水道施設の更新・耐震化
重
点

ⅱ.施設の更新・耐震化

ⅳ.施設規模の最適化

ⅰ.下水道管の更新・耐震化

ⅲ.計画的な耐震化の促進

３. 災害に強い水道システムの構築
ⅰ.水道管の配水ブロック化の推進

ⅱ.非常時バックアップ施設の検討

２. 非常時給水の確保

ⅰ.平時からの備えの充実

ⅱ.連携体制の強化

ⅰ.非常時給水の確保

ⅰ.持続可能な料金・使用料等の確保

ⅱ.効率的な事業運営の推進と組織力の強化

ⅲ.適切な資産管理

ⅳ.施設規模の最適化（再掲）

２. お客様との
コミュニケーションの充実

ⅰ.広報広聴活動の推進

ⅱ.お客様の利便性向上

３. 連携による経営改善
ⅰ.官民連携による経営改善

ⅱ.広域連携の調査研究

経
営
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(１) 水循環
１. 安全・安定給水の確保

ⅰ. 水道水の安全確保

具体的な
取り組み

・水安全計画２３の策定
・信頼性の高い水質検査体制の維持
・直結給水２４の導入可能性検討
・小規模貯水槽の適正管理の支援

これまでの
取組状況

・水安全計画を策定し、定期的にレビュー（確認・改善）を実施
・水質検査計画２５を策定し、水道法の規定に基づき、水質基準項目の検査を実施
・市内均一で直結給水に対応可能か検討するため、水圧調査を実施
・広報誌や公式ホームページを通じて、小規模貯水槽の年１回以上の定期的な清掃・
検査の周知や業者の紹介を行い、適正管理を支援

評価・分析
・水質検査体制を含め、佐倉市の水道水の安全性は高水準で確保されています。
現在の取り組みを継続することで、今後も十分に安全性を確保可能です。

ⅱ. 安定給水の確保

具体的な
取り組み

・水源の確保と計画的な受水管理
・安定水源の確保
・水道未普及地域への給水検討

これまでの
取組状況

・印旛広域水道用水供給事業より、水需要予測に基づく必要量の水道水を受水し、
自己水源（井戸）に代わる表流水源を確保
・適正な受水単価に向けた検討を実施し、受水費増加を抑制
・要望があった水道未普及地域に対し、接続要望の割合や費用対効果を勘案した
給水検討を実施

評価・分析

・令和４～５年度に受水単価の見直しが実現し、八ッ場ダム稼働開始に伴う受水費
増加の影響を若干緩和することができました。今後、千葉県環境保全条例の規定
に則り、地下水の汲み上げ量が削減され、受水量の増加が見込まれることから、
受水単価の適正化の取り組みを継続する必要があります。

ⅲ. 水道施設の適切な維持管理

具体的な
取り組み

・漏水対策の推進
・浄水場の適切な維持管理
・水道管洗浄の推進
・水道施設管理システムの充実

これまでの
取組状況

・市内14,785箇所の弁栓調査を実施
・突発的に生じる公道漏水に迅速に対応
・浄水場・中継ポンプ場管理業務の包括委託を開始
・水道管洗浄の実施箇所の検討
・マッピングシステム等の新規導入に向けた調査・研究

評価・分析
・点検調査や修繕を行い、水道施設の維持管理に努めてきましたが、人口減少や
施設の老朽化が進む昨今、長寿命化による更新コストの抑制や事故の防止など、
適切な維持管理がもたらす効果の重要性がさらに高まっています。

２３水源から蛇口までのあらゆる過程において、水道水の水質に悪影響を及ぼす可能性のある全ての要
因（危害）を分析し、管理・対応する方法を予め定めるリスクマネジメント手法
２４配水池から送られてきた水道水を貯水槽を経由せずに蛇口まで直接給水すること。
２５水道法施行規則第15条第6項の定めにより、水道事業者が毎事業年度の開始前に策定することが義務
付けられている計画で、検査の地点・項目・頻度及び検査方法等を明記したもの
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2. 公共用水域の水質保全の促進

ⅰ. 生活排水対策の推進

具体的な
取り組み

・公共下水道未普及地域への対応検討
・効率的な汚水処理
・公共下水道の接続促進の強化
・排水規制（水質指導）の指導徹底

これまでの
取組状況

・合併処理浄化槽２６の設置や公共下水道への接続に対する助成制度を周知
・送煙調査２７の結果等に基づく不明水対策工事の実施
・市内53特定事業場への指導及び排水水質検査の実施

評価・分析
・事業費の高騰と人口減少が続く昨今、費用対効果の重要性が増しており、未普及
地域の整備については、今後も合併処理浄化槽の設置検討が基本となります。

ⅱ. 計画的な汚水処理

具体的な
取り組み

・汚水適正処理構想２８の進捗管理
・公共下水道事業計画等の適正化
・農業集落排水２９の公共下水道への接続検討

これまでの
取組状況

・合併処理浄化槽等を含めた汚水処理人口普及率は、ビジョン策定時の96.5％（平成
２７年度末）から97.1％（令和４年度末）にまで拡大
・千葉県が策定した上位計画である流域別下水道整備総合計画との整合を図るため
全体計画３０や事業計画３１、汚水適正処理構想の見直しを実施
・農業集落排水の接続実現に向けた一般会計との協議を実施

評価・分析
・汚水処理人口普及率の向上や中長期的なコスト削減のため、今後も各計画を適正
に管理し、農業集落排水を含め計画的な整備を継続する必要があります。

ⅲ. 下水道施設の適切な維持管理

具体的な
取り組み

・下水道管渠点検調査の充実
・中継ポンプ場等の維持管理
・集中監視システムの導入
・不明水対策の推進（取付管改修、周辺事業体と連携した対策等）

これまでの
取組状況

・佐倉市公共下水道ストックマネジメント計画に基づき、マンホール・下水道管渠の点
検調査を実施
・浄水場・中継ポンプ場管理業務の包括委託を開始
・市内49箇所のマンホールポンプに遠隔監視装置、志津中継ポンプ場に中央監視設
備を導入し、令和元年度に集中監視システムの構築を完了
・取付管の調査・改修や、誤接続による汚水管への雨水流入の調査を実施

評価・分析

・集中監視システムの構築が完了したことで、マンホールポンプでトラブルが発生した
際に、より迅速に事態を把握して対応することが可能となりました。
・下水道施設全体の状況を考慮した計画的な改築・維持管理を行うため、今後もストッ
クマネジメント計画に基づく点検調査を着実に進める必要があります。

２６水洗トイレからの汚水(し尿)や台所・風呂等からの生活雑排水を微生物の働き等を利用して浄化し、
放流するための施設。下水道が整備されていない地域において設置が義務付けられている。
２７下水道管の不良や誤接続等の理由で雨水が入り込んでしまう箇所を確認するため、煙を流して確認
する調査手法
２８汚水処理施設の有する特性、経済性等を総合的に勘案した効率的かつ適正な整備手法により、地域
の実情に応じた汚水処理整備の実現に向けて、千葉県と連携して策定するもの
２９農村地域の生活環境向上や農業用水の水質保全などを目的に、し尿・生活雑排水等の汚水を下水道
管を通じて処理場に集め、汚水処理を行ったのち川に放流するための施設
３０将来の人口の増加・減少や財政収支の見込み等を考慮した長期的な下水道整備の実施計画
３１全体計画のうち、今後5～7年間で実施する予定の下水道施設の配置等を定める計画
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３. 浸水対策の推進

ⅰ. 浸水対策の推進

具体的な
取り組み

・計画的な雨水排水施設の改修、整備の実施
・雨水排水施設の適切な維持管理
・内水ハザードマップの見直しと公表
・雨水貯留浸透施設３２の普及促進

これまでの
取組状況

・令和元年度に策定した雨水管理総合計画３３に基づき、雨水排水施設の整備・改修
を実施
・雨水排水機能を維持するため、点検調査に基づいた清掃・修繕を実施
・国土交通省と千葉県が指定した「洪水浸水想定区域」と、千葉県が指定した土砂災
害警戒区域に基づき、佐倉市防災ハザードマップ３４を作成

評価・分析

・昨今の激甚化・頻発化する豪雨災害の状況を踏まえ、一般会計と連携し、雨水排水
施設の計画的な改修・整備による浸水対策を進める必要があります。
・補助金制度を通じた雨水貯留浸透装置等の普及促進など、市民が自ら行うことが
できる浸水対策を充実させる取り組みも重要です。

３２雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する排水施設であって、放流先の排出能力
に応じて適切に雨水を排出するために設置されるもの
３３下水道による浸水対策を計画的に進めることを目的に、当面・中期・長期にわたる下水道による浸
水対策を実施すべき区域や目標とする整備水準、施設整備の方針等の基本的な事項を定めたもの
３４想定される最大規模の降雨によって、利根川、高崎川および印旛沼流域の河川が氾濫した場合に、
浸水の可能性がある市内区域と深さ等を表示したもの
３５電気設備のモーターの回転速度をコントロールするインバータの導入によって、必要な時に必要な
だけの電力で稼働し、余分なエネルギーの消費を抑える機能を搭載すること。

４. 環境対策の推進

ⅰ. 環境対策の推進

具体的な
取り組み

・エネルギー消費量の削減
・建設副産物のリサイクル
・健全な水循環づくりに向けた活動の推進
・環境に配慮したエネルギーの研究

これまでの
取組状況

・浄水場の電気設備改修に伴い、インバーター化３５を実施
・発生するアスファルト・コンクリート廃材や土砂について、リサイクルを原則として建
設改良工事を実施
・佐倉市をとりまく水循環に対する市民の意識啓発のため、浄水場や汚水処理施設
の見学会等を実施
・第二次佐倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）において設定した長期目標
（令和12年度までに上下水道部で再生可能エネルギー50kW）の達成に向けた研究
を実施

評価・分析
・原油価格高騰に起因する電気料金の値上げが続く昨今、エネルギー消費量の削減
等の環境対策は、財政面においても重要です。

図２-２３ 佐倉市防災ハザードマップ（北部・南部） 図２-２４ 雨水貯留施設
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(２) 強靭
１. 水道施設の更新・耐震化

ⅰ. 水道管の更新・耐震化

具体的な
取り組み

・水道管の更新・耐震化

これまでの
取組状況

・佐倉市水道施設耐震化計画３６に基づき、重要施設（病院・避難所等）に水を供給す
る水道管を優先に、更新・耐震化工事を実施
＜令和4年度末時点＞
重要施設までの水道管の耐震適合率 66％
全水道管の耐震適合率 46％
厚生労働省による基幹管路の耐震適合率 65％

評価・分析
・令和12年度までに「重要施設までの水道管」、令和37年度までに「全水道管」の耐震
化を完了するため、計画的に事業を進める必要があります。

ⅱ. 施設の更新・耐震化

具体的な
取り組み

・施設設備（浄水場等）の更新・耐震化

これまでの
取組状況

・佐倉市水道施設耐震化計画に基づき、更新基準に沿って経年化施設を更新

評価・分析
・各設備の状態を把握し、適切なメンテナンスを行うことで、更新費用の平準化を実現
しています。今後も、計画的に経年化施設の更新を進めます。

ⅲ. 耐震化計画の適時適正な見直し

具体的な
取り組み

・耐震化計画の適時適正な見直し

これまでの
取組状況

・４０年間の長期にわたる佐倉市水道施設耐震化計画を細分化した５ヵ年計画を策定
し、現状を踏まえた適正な見直しを実施

評価・分析
・これまでと同様に、順次５ヵ年計画を策定するなかで、工事の進捗状況や財政状況
を踏まえた見直しを図り、適正な計画のもとに耐震化を推進します。

３６今後起こり得る首都直下地震などの大規模地震に備えるため、佐倉市地域防災計画を基にした水道
施設の被害想定や飲料水・医療用水・生活用水確保のための応急対応、応急復旧対策を策定したもの

図２-２５ 水道管耐震化工事と耐震継手管の構造 図２-２６ 浄水場設備の更新

ⅳ. 施設規模の最適化

具体的な
取り組み

・水道施設規模の最適化促進

これまでの
取組状況

・更新・耐震化工事の際にダウンサイジングを検討し、配水管の口径縮小や配管整理
を実施

評価・分析
・状況に応じたダウンサイジングの実施によって、布設時の費用や中長期的な維持管
理コストを削減することが、今後の経営に重要となります。
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２. 下水道施設の更新・耐震化

ⅰ. 下水道管の更新・耐震化

具体的な
取り組み

・下水道管の長寿命化・耐震化の推進
・下水道管の硫化水素対策の推進

これまでの
取組状況

・平成25年度に策定した佐倉市公共下水道長寿命化計画３７に基づき、千成・新臼井
田地区において下水道管の長寿命化工事を実施
・国土交通省の推進により、平成30年度に佐倉市公共下水道ストックマネジメント計
画を策定し、下水道管更新における基本方針を長寿命化から転換。
当計画に基づく下水道管の点検調査を行い、緊急度の高い箇所を優先して修繕・
改築工事を実施
＜令和4年度末時点＞ 下水道管点検調査進捗率 11.9％
・平成28年度に佐倉市下水道総合地震対策計画３８を策定し、重要幹線（ポンプ場、
避難所等につながる管渠等）の耐震診断と耐震化工事を実施
・流域下水道の接続箇所や中継ポンプ場の出口等、汚水が集中するため硫化水素
の影響が出やすい下水道管について点検を実施

評価・分析 ・今後も、点検調査の緊急度判定に基づく修繕・改築を実施します。

ⅱ. 施設の更新・耐震化

具体的な
取り組み

・施設設備の更新・耐震化

これまでの
取組状況

・平成26年度に行った下水道中継ポンプ場長寿命化基本調査等の内容を踏まえ、
佐倉市公共下水道ストックマネジメント計画に、ポンプ場の機械設備・電気設備の
修繕・改築計画を反映
・佐倉市下水道総合地震対策計画に基づき、中継ポンプ場の耐震診断及び耐震補
強工事を実施

評価・分析
・機械設備・電気設備を今後も適切に維持管理しつつ、中継ポンプ場の建替えを含
めた更新・耐震化事業を進める必要があります。

ⅲ. 計画的な耐震化の促進

具体的な
取り組み

・総合地震対策計画の策定

これまでの
取組状況

・平成28年度に、第１期（平成29年度～令和3年度）５ヵ年計画を策定
・令和3年度に、第２期（令和4年度～令和8年度）５ヵ年計画を策定

評価・分析
・これまでと同様に、佐倉市公共下水道ストックマネジメント計画とともに地震対策計
画を適時適正に見直し、計画的に更新・耐震化を進めます。

ⅳ. 施設規模の最適化

具体的な
取り組み

・下水道施設規模の最適化促進

これまでの
取組状況

・中継ポンプ場の廃止も含めた施設のダウンサイジングについて検討を実施

評価・分析
・下水道施設の最適化は、下水道の基本的役割である「公衆衛生の向上」や「公共用
水域の水質保全」を損なうことのないよう留意した検討が必要です。

３７老朽化した下水道管の計画的な改築及び耐震化等の機能向上を図るための継続的な長寿命化対策を
策定したもの
３８下水道施設の耐震化を図る「防災」と、被災を想定して被害の最小化を図る「減災」を組み合わせ
た総合的な地震対策を推進するための計画
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３. 災害に強い水道システムの構築

ⅰ. 水道管の配水ブロック化の推進

具体的な
取り組み

・水道管の配水ブロック化３９の推進

これまでの
取組状況

・志津、南部地区に導入している大ブロックをより細分化したブロック化を検討

評価・分析
・配水ブロック化は、現在進める耐震化工事を行う際の検討要素の一つであることか
ら、 今後は「水道管の更新・耐震化」の一環として、取り組みを進めます。

ⅱ. 非常時バックアップ施設の検討

具体的な
取り組み

・非常時バックアップ施設の検討

これまでの
取組状況

・浄水場にＵＰＳ（無停電電源装置）４０や自家発電設備を配備
・災害時の移動式電源として、外部給電機能を備えた電動自動車を導入

評価・分析
・危機管理に関する施策としての側面が強いため、今後は「平時からの備えの充実」
の一環として、災害に備えたバックアップ設備の導入検討を進めます。

３９配水エリアを分割することにより、より効率的な配水系統とするとともに、災害時における被害の
最小限化を図るシステム
４０災害時の停電等、電源障害が発生した場合にも、蓄電しておいたエネルギーを使って、重要設備に
安定した電力を供給する装置

図２-２７ ＵＰＳ 図２-２８ 自家発電機 図２-２９ 電動自動車
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(３) 危機管理
１. 危機管理体制の強化

ⅰ. 平時からの備えの充実

具体的な
取り組み

・水道・下水道事業総合危機管理計画の策定
・災害訓練の実施
・災害用資機材の充実

これまでの
取組状況

・既存計画を集約し、佐倉市上下水道災害基本マニュアル４１を策定
・県と連携し、災害を想定した情報伝達訓練を毎年度実施
・非常時に迅速な対応ができるように、災害訓練や技能研修を毎年度実施
・市内33避難所、計211基の災害用マンホールトイレを設置

評価・分析
・災害等非常時にも水道・下水道サービスを継続して提供するため、マニュアルの適
時見直しや災害訓練など、非常時に備えた日頃の準備が今後も重要です。

ⅱ. 連携体制の強化

具体的な
取り組み

・関係機関や近隣事業体とのネットワークの構築

これまでの
取組状況

・佐倉市上下水道災害対策協力会との協定４２を締結
・停電時における浄水場等自家発電設備用燃料の確保に関する協定を締結
・要請に応じて、富里市や南房総市、福島県いわき市に給水応援隊を派遣

評価・分析 ・今後も関係機関との相互応援体制を強化し、連携体制の充実を図ります。

ⅰ. 非常時給水の確保

具体的な
取り組み

・災害時等における水源確保
・防災井戸の機能維持及び水質管理体制の充実

これまでの
取組状況

・個々の井戸の汲み上げ量を下げることで、受水量増加後も井戸の本数を維持
・毎年度、市内42箇所の防災井戸の保守点検と水質検査を実施

評価・分析
・ライフラインとしての予備水源（井戸）を保有することは、災害等非常時において、
きわめて重要です。今後も井戸の本数維持を含め、応急給水体制の確保に向けた
取り組みを継続します。

４１佐倉市水道事業及び下水道事業における各種災害マニュアルや受援・支援体制、業務継続など、災
害対策に係る基本的事項を集約・共通化したもの
４２災害や緊急事故が発生した際の応急対策業務の活動協力に関し、基本的事項を定めたもの

２. 非常時給水の確保

図２-３０ 訓練・研修の様子 図２-３１ 災害用マンホールトイレ

図２-３２ 協定調印式 図２-３３ 給水応援隊の派遣
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１. 経営基盤の強化

ⅰ. 持続可能な料金・使用料等の確保

具体的な
取り組み

・定期的な経営診断の実施
・滞納整理の強化

これまでの
取組状況

・「佐倉市上下水道ビジョンの策定及び料金等のあり方に関する懇話会」による提言
を受けて、平成29年7月1日より下水道使用料を改定
・「水道料金及び下水道使用料のあり方に関する懇話会」による提言を受けて、令和
4年4月1日より水道料金を改定
・令和2年度に、佐倉市上下水道ビジョンと佐倉市上下水道事業投資・財政計画を
一体化した「佐倉市上下水道事業経営戦略」を策定
・水道事業、下水道事業の財政推計を定期的に更新
・令和4年度から令和5年度にかけて、佐倉市上下水道ビジョンの見直しを実施
・滞納者への給水停止や督促、催告等を定期的に実施

評価・分析
・これまで保有現金の動向や収益状況の推移の詳細な分析のもと、水道料金・下水
道使用料の改定を実施してきました。今後も、財政状況を常に注視し、適時適正な
料金・使用料の見直しを検討します。

ⅱ. 効率的な事業運営の推進と組織力の強化

具体的な
取り組み

・遊休施設の活用
・経費の削減
・情報システム等の利活用
・人材育成と技術継承の推進
・積極的な組織体制づくり

これまでの
取組状況

・浄水場跡地を駐車場事業に活用
・上下水道部公用車を活用した広告事業を展開
・国の補助金制度を活用し、水道施設・下水道施設の修繕や更新・耐震化工事に係
る費用負担を軽減
・「浄水場、中継ポンプ場管理業務の包括委託」等、業務効率化に伴うランニングコ
ストの削減を実現
・会計や施設の維持管理において、最新のシステムを積極的に導入・活用
・各種研修会への職員の派遣や、経験ある職員の再任用雇用を実施
・佐倉市上下水道総合案内センター設立に伴い、これまでの4課体制を見直し、より
業務の実態に即した3課体制へ移行

評価・分析
・厳しい事業環境に対応するため、「効率的な事業運営の推進と組織力の強化」に
向けた多角的な取り組みを今後も実施します。

ⅲ. 適切な資産管理

具体的な
取り組み

・アセットマネジメントの導入及び運用
・遊休施設の活用

これまでの
取組状況

・水道事業においては「佐倉市水道施設耐震化計画」、下水道事業においては「佐倉
市公共下水道ストックマネジメント計画」によって、中長期的な視点から効率的かつ
効果的な資産管理を実施
・上下水道施設の資産情報をデータベース化した固定資産台帳を整理し、施設更新
に伴う影響を加味した財政推計の策定に活用

評価・分析
・適切な資産管理は、適正な水道料金・下水道使用料を導く上で必要不可欠な要素
であるため、今後は「持続可能な料金・使用料等の確保」の一環として、取り組みを
進めます。

(４) 経営
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２. お客様とのコミュニケーションの充実

ⅰ. 広報広聴活動の推進

具体的な
取り組み

・広報、ホームページ等の充実
・定期的なお客様アンケートの実施
・サポーター制度の検討

これまでの
取組状況

・広報紙「佐倉市の上下水道」を年３回（＋臨時号）発行
・女子美術大学との連携でデザインマンホールを制作し、市内６箇所に設置
・マンホールカード４３を作成し、佐倉市立美術館で希望者に配布を開始
・佐倉市内の小学校・中学校に在学する児童・生徒を対象に、水の週間４４ポスター
コンクールを開催
・市民に向けた浄水場見学会や下水道施設バス見学会を開催
・佐倉市上下水道ビジョンの策定・見直しに先立ち、お客様アンケートを実施

評価・分析
・お客様の声の把握や透明性の高い経営の実現のため、今後も広報公聴活動の充
実に努めます。

ⅱ. お客様の利便性向上

具体的な
取り組み

・支払方法の検討
・利便性の高いサービスの推進

これまでの
取組状況

・従来の口座振替、納入通知書、クレジットカードによる支払いに加えて、スマホ決済
（PayPay、LINE Pay）を導入
・佐倉市上下水道総合案内センターを開設し、上下水道に係る連絡・届け出や問い
合わせに包括的に対応
・施設の更新・耐震化の取り組み強化や窓口サービスの効率化のため、３課体制へ
の組織改編を実施

評価・分析 ・今後も継続して、お客様にとって利便性の高いサービスの提供を検討します。

４３マンホールの魅力を楽しく伝えるとともに、下水道への理解・関心を深めるために、下水道広報プ
ラットホーム（ＧＫＰ）が各自治体と発行しているカード
４４水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重要性について国民の関心を高め、理解を深めるこ
とを目的に水循環基本法で定められた「水の日（８月１日）」を初日とする１週間

図２-３６ 総合案内センター風景

図２-３５ デザインマンホール設置個所図２-３４ 広報紙

図２-３７ 上下水道部組織改編（令和３年度）

経営企画課

水道課

下水道課

経営企画課

給排水課

維持管理課

建設課

＜新体制＞＜旧体制＞
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３. 連携による経営改善

ⅰ. 官民連携による経営改善

具体的な
取り組み

・委託業務の拡大等の調査研究
・官民連携手法（導入）の調査研究

これまでの
取組状況

・佐倉市上下水道総合案内センターを開設し、上下水道に係る連絡・届け出や問い
合わせ等の窓口対応業務を民間に委託
・内閣府の民間資金等活用事業推進室によるPPP/PFI４５推進アクションプランの内
容に基づき、佐倉市下水道事業に関するPPP/PFI提案窓口を開設

評価・分析

・これまで、浄水場・中継ポンプ場管理の包括委託や佐倉市上下水道総合案内セン
ターの開設など、委託業務の拡大による効率化とコスト削減に努めてきました。
今後も、水道・下水道に係る公の責務を果たしつつ、民間活力の事業運営への活
用可能性を検討します。

ⅱ. 広域連携の調査研究

具体的な
取り組み

・システムの共同発注の調査研究
・事業統合に向けた調査研究

これまでの
取組状況

・印旛地域末端給水事業統合研究会４６を設置し、印旛地域における末端水道事業
体の事業統合について包括的な検討を実施
広域化によるスケールメリットは期待されるものの、各事業体間の財政的・技術的
格差が大きく、現段階での事業統合は困難と結論

評価・分析
・事業統合という最終目標の実現には、「各事業体間の格差調整」という非常に難し
い課題が存在することが浮き彫りとなりました。今後は、業務の共同化など、比較
的実現可能性の高い広域化の形態を目標に据え、調査研究を進めます。

４５Public Private Partnership、Private Finance Initiativeの略。ＰＰＰは、官民が連携して公共
サービスの提供を行うことにより、行政サービスの向上、業務効率化や財政資金の効率的使用等を図
ろうとする考え方。ＰＦＩは、ＰＰＰの代表的な手法のひとつで、民間の資金とノウハウを活用して、
公共施設などの設計、建設、整備や維持管理および運営を行う。
４６印旛郡市広域市町村圏事務組合水道企業部が事務局となり、平成３０年度から令和２年度にかけて
設置した研究会
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第３章 将来の事業環境と課題

３-１． 水道事業における将来の事業環境

令和４年度末における佐倉市の給水人口は１６２，４０１人で、普及率は約９５％
となっています。給水人口は過去１０年間で減少傾向にあり、この状況は今後も続く
ものと想定され、計画最終年度の令和１３年度には、令和４年度から約１０％減少し、
１４５，９００人となる見通しです。

（１） 給水人口の将来予測

166,461 
162,401 

145,900 

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

160,000

165,000

170,000

予測

給
水
人
口
（人）

図３-１ 給水人口の予測

過去１０年間の有収水量の推移は、大口利用者（工場）の使用水量の増加や新型コ
ロナウイルス感染症拡大に伴う生活様式の変化による家庭用水量の一時的な増加等の
理由で、給水人口の動きと連動していない部分がありますが、水需要の８割強が家庭
用であることから、給水人口の減少に伴って有収水量も今後減少していくと見込んで
います。
令和９年度に稼働と公表されている民間工場分の予定使用水量を加味すると、計画

最終年度の令和１３年度における年間有収水量は、令和４年度から約６％減少して、
１５，５０７,４００㎥となる見通しです。

（２） 有収水量の将来予測

有
収
水
量

（㎥）

図３-２ 年間有収水量の予測
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令和４年度における佐倉市の水道料金収入は「水道料金及び下水道使用料のあり方
に関する懇話会」による提言に基づく料金改定を実施したものの、前年度比９７．８
％の３，１５２百万円となりました。
これは「コロナ禍の物価高騰による家計への負担の軽減」を目的に実施した基本料

金減免の影響を受けた数値であるため、料金収入の将来予測については、当該減免の
影響を除いた３，３１２百万円（前年度比１０３％）をベースに策定しています。
料金収入は有収水量の増減と連動することから、前述した民間工場の稼働によって

一時的に回復するものの、人口減少による有収水量の減少に伴って、料金収入も今後
減少していくと見込んでいます。
以上のことから、現行の料金体系※を今後も維持した場合、計画最終年度である令

和１３年度の料金収入は、令和４年度と比較して約４％ほど減少し、３，１６４百万
円となる見通しです。

（3） 水道料金収入の将来予測

料
金
収
入

（百万）

図３-３ 料金収入の予測

3,206 3,312 

3,164 

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

予測

※令和４年４月１日に改定を実施した下記の料金体系に基づき、水道料金の予測値を
算出しています。

○基本料金（税抜き、１ヶ月当たり） ○従量料金（税抜き、１ヶ月当たり）

メーター口径 単 価

１３mm ５５７円

２０mm １,１６８円

２５mm ２,０９０円

３０mm ３,６９８円

４０mm ６,３７８円

５０mm １０,２９１円

７５mm ２２,９４０円

１００mm ４０,７３６円

１５０mm ８８,９７６円

使 用 水 量 単 価

１～１０㎥ ８８円

１１～２０㎥ １３８円

２１～３０㎥ １８０円

３１～７０㎥ ２３０円

７１㎥以上 ２７０円

（料金改定）
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令和４年度末における佐倉市の水洗便所設置済人口は１５６，３７９人で、水洗化
率は９８．３％となっています。水洗便所設置済人口は、過去１０年間で減少傾向に
あり、この状況は今後も続くものと想定され、計画最終年度の令和１３年度には、令
和４年度から約１０％減少し、１４０，７００人となる見通しです。

（１） 水洗便所設置済人口の将来予測

水
洗
便
所
設
置
済
人
口
（人）

図３-４ 水洗便所設置済人口の予測

過去１０年間の有収水量の推移は、大口利用者（工場）の排出水量の増加や新型コ
ロナウイルス感染症拡大に伴う生活様式の変化による一般家庭からの排出水量の一時
的な増加等の理由で、水洗便所設置済人口の動きと一部連動していない部分がありま
すが、排出水量全体の約８割を家庭用が占めることから、水洗便所設置済人口の減少
に伴って有収水量も今後減少していくと見込んでいます。
このことから、計画最終年度である令和１３年度の年間有収水量は、令和４年度か

ら約１１％減少し、１４，５７２，７００㎥となる見通しです。

（２） 有収水量の将来予測

有
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量
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図３-５ 年間有収水量の予測

３-2． 下水道事業における将来の事業環境
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令和４年度における佐倉市の下水道使用料収入は、前年度と比較して９１．７％の
２，２２２百万円となりました。
これは「コロナ禍の物価高騰による家計への負担軽減」を目的に実施した基本料金

減免の影響を受けた数値であるため、使用料収入の将来予測については、当該減免の
影響を除いた２，３７６百万円（前年度比９８．１％）をベースに策定しています。
下水道使用料収入は、有収水量の増減と連動することから、人口減少による有収水

量の減少に伴って、使用料収入も今後減少していくと見込んでいます。
以上のことから、現行の使用料体系※を今後も維持した場合、計画最終年度である

令和１３年度の使用料収入は、令和４年度と比較して約１１％減少し、２，１１６百
万円となる見通しです。

（3） 下水道使用料収入の将来予測

下
水
道
使
用
料
収
入

（百万）

図３-６ 下水道使用料収入の予測
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※平成２９年７月１日に改定を実施した下記の使用料体系に基づき、下水道使用料
の予測値を算出しています。

区 分 汚 水 量 単 価

基 本 使 用 料 ～ １０㎥ １,１１８円

超 過 使 用 料

１１㎥ ～ ２０㎥ １１３円

２１㎥ ～ ３０㎥ １３９円

３１㎥ ～ ５０㎥ １７９円

５１㎥ ～ １００㎥ ２１２円

１０１㎥ ～ ５００㎥ ２３２円

５０１㎥～ ２４６円

○下水道使用料（税抜き、１ヶ月当たり）

（使用料改定）
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３-３． 水道事業・下水道事業の今後の課題

佐倉市水道事業・下水道事業の今後の課題について、これまでの施策の実施状況や
社会情勢、将来予測される事業環境を踏まえ、以下のとおり整理しました。

A 社会情勢

ⅰ. 人口と水需要の減少

ⅱ. 物価の上昇

前掲したとおり、人口減少に伴い水需要の減少が予測され、事業運営の財源である
水道料金・下水道使用料収入への影響が懸念されます。また、人口の減少は、水道事
業・下水道事業の運営に携わる職員の減少にもつながります。

昨今、原油価格の高騰等に起因する物価の上昇によって、水道事業・下水道事業に
おいて計上される経費のほぼ全てが増加傾向にあります。特に、お客様へ水道水を送
り届けるために２４時間稼働している浄水場は、多くの電力を消費しており、電気料
金の値上げによって受ける経営への影響は甚大です。

＜水道事業・下水道事業の運営にリスクをもたらす環境要因＞

ⅲ. 自己水源（地下水）の規制
地盤沈下を招く恐れがあることから県の条例で規制されている地下水の利用につい

て、今後は条例に則り「汲み上げ量の削減」等の対応をとることが求められています。

B 自然災害

ⅰ. 豪雨災害の激甚化・頻発化
昨今、過去に無いレベルの激しい降水を伴う集中豪雨や局地的大雨（ゲリラ豪雨）

による被害が各地で頻繁に発生しており、対策を強化する必要があります。

ⅱ. 大規模地震の懸念
首都圏に大きな被害をもたらす首都直下地震は、今後３０年以内に発生する確率が

７０％と高い数値で予想されており、震災リスクを常に抱えている状況です。

ⅰ. 人口と水需要の減少

ⅱ. 物価の上昇

１. 水源確保と安定給水
２. 健全な水循環の実現
３. 施設の更新・耐震化
４. 浸水（雨水）対策

５. 適切・着実な維持管理

A 社会情勢 B 自然災害

① 政策課題 ② 経営課題

ⅲ. 自己水源（地下水）の規制

ⅰ. 豪雨災害の激甚化・頻発化

ⅱ. 大規模地震の懸念

１. コストダウンの実現
２. 適正な料金・使用料の検討
３. 人材確保と育成
４. 危機管理体制の強化

５. 機能的・効率的な組織の構築
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①政策課題

１. コストダウンの実現

２. 適正な料金・使用料の検討

３. 人材確保と育成

４. 危機管理体制の強化

５. 機能的・効率的な組織の構築

②経営課題

厳しい事業環境に対応するため、中長期的な費用の縮減を図る必要があります。ま
た、費用だけでなく、業務効率化による時間的・労力的コストの削減も重要です。

職員数の減少が今後想定されるなか、水道事業・下水道事業を安定・継続して運営
するために、担い手となる人材の確保と育成が必要です。

災害等非常時にも水道・下水道サービスの提供を継続するため、災害訓練の実施や
関連機関とのネットワークの構築等により、危機管理体制を強化する必要があります。

サービス水準を損なうことなく、限られた人数で通常時・非常時問わず業務を継続
するため、組織体制の効率化や民間活力の活用等を検討する必要があります。

人口減少による水需要の低下が見込まれるなかで、事業運営の財源を確保するため
には、お客様が料金・使用料の負担に納得できるような取り組みを進めた上で、経営
状況の診断に基づく水道料金・下水道使用料の定期的な見直しを行う必要があります。

＜水道事業・下水道事業が今後向き合うべき課題＞

対応する施策 施設規模の最適化(46頁,48頁)、適切な資産管理(51頁)、コストの削減(52頁) 等

対応する施策 定期的な経営診断の実施(51頁)、広報の充実・利便性の高いサービスの検討(53頁) 等

対応する施策 人材育成と技術継承の推進(52頁)

対応する施策 災害訓練の実施・関係機関や近隣事業体とのネットワークの構築(49頁) 等

対応する施策 効率的・機能的な組織体制づくり(52頁)、民間活力の活用に向けた調査研究(54頁) 等

１. 水源確保と安定給水

２. 健全な水循環の実現

３. 施設の更新・耐震化

４. 浸水（雨水）対策

５. 適切・着実な維持管理

「安全で安定した水の供給」という水道事業の基本的役割を果たすため、厳しい規制
下にある地下水に替わる水源の確保や、信頼性の高い水質検査体制の維持が必要です。

「公共用水域の水質保全」という下水道事業の基本的役割を果たすため、合併処理浄
化槽を基本とした未普及地域の整備等、水洗化率の向上に努める必要があります。

水道・下水道ともに供用開始から５０年以上が経過しており、施設の更新を早急に
進める必要があります。また、将来起こり得る大規模地震に備えた耐震化も重要です。

昨今の激甚化する集中豪雨等によって浸水被害が頻繁に発生していることから、市
の財政状況を踏まえつつ、雨水排水施設の整備・改修を進める必要があります。

老朽化等に起因する事故の防止や施設の長寿命化による更新コストの抑制のため、
適切な維持管理を日々着実に行うことが必要です。

対応する施策 信頼性の高い水質検査体制の維持・安定水源の確保と計画的な受水管理(40頁) 等

対応する施策 公共下水道未普及地域への対応検討・汚水適正処理構想の進捗管理(41頁) 等

対応する施策 水道管の更新・耐震化(45頁)、下水道管の更新・耐震化(47頁) 等

対応する施策 計画的な雨水排水施設の改修、整備の実施(42頁) 等

対応する施策 漏水対策の推進・浄水場の適切な維持管理(43頁)、下水道管渠点検調査の充実(44頁) 等
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ビジョン策定の基本的な考え方

第４章 経営の基本方針

４-１． 基本的な考え方

佐倉市上下水道ビジョン２０２４は、平成２８年３月に策定した「佐倉市上下水道
ビジョン」における以下４つの考え方を原則踏襲し、見直しを行いました。

図４-１ 基本理念

佐倉市上下水道ビジョン策定における基本的な考え方

●人口減少社会等の経営環境の変化を踏まえたビジョンとすること。

●水道・下水道が、社会基盤として今後も適正に持続するために求められる具体的な施策を
明確にすること。

●限られた経営資源を有効活用するために、重点的に取り組むべき事項を明確にすること。

●施策の実施にあたっては、近隣・関連事業体のほか、民間企業等との連携の可能性を積極
的に検討すること。

４-２． 基本理念

佐倉市上下水道ビジョン２０２４における基本理念を以下のように定めます。

経営と施設の健全性と持続性を確保し
快適な上下水道サービスを次世代に
つないでいきます。

佐倉市上下水道ビジョン２０２４の基本理念とは、佐倉市の水道・下水道の存在意
義や使命を示し、水道事業・下水道事業の経営の根幹をなすものです。
また、基本理念は、本ビジョンの上位計画である第５次佐倉市総合計画に沿ったも

のであることが求められます。第５次佐倉市総合計画において、水道・下水道が属す
る第２章の基本方針は「人と自然が調和した安心して暮らせるまち」となっており、
本ビジョンの基本理念においては、この基本方針の趣旨を「快適な暮らし」という言
葉に集約させて表現しました。
加えて、国による新水道ビジョンの基本理念「地域とともに、信頼を未来につなぐ

日本の水道」、新下水道ビジョンの副題“「循環のみち」の持続と進化”の趣旨に
沿ったものとするため、「快適な暮らし」を支える重要な社会基盤である水道・下水
道の健全性と持続性の確保を「未来につなぐ」という言葉で表現しました。

33



図４-２ 基本方針

「安全で安定した水供給」と「公共用水域の水質保全」は、水道事業・下水道事業の
最も基本的な役割です。
平成２６年４月に成立した水循環基本法４７の趣旨を踏まえ、佐倉市においても、

市民に安心・安全な水を安定して届けるとともに、雨水浸水被害を防ぎつつ、河川・
湖沼・海等の公共用水域の水質保全に水道事業・下水道事業が一体となって取り組む
ことにより、『安全で安定的な水の供給と健全な水循環の実現』を目指します。

基本理念を踏まえ、「水道事業・下水道事業の各政策分野において実現を目指す
姿」である基本方針として、以下の４つの柱を掲げます。

４-3． 基本方針

（１）水循環 ～安全で安定的な水の供給と健全な水循環の実現～

蒸発・降水

水道用水供給事業
印旛郡市広域

市町村圏事務組合

流域下水道事業

印旛沼流域下水道

（側溝・水路等）

雨水施設

配水池浄水場

井戸
家庭

汚水ます

汚水中継ポンプ場

海

河川・湖沼

山・川

図４-３ 水循環

４７水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進することで健全な水循環を維持・回復させ、わが国
の経済社会の健全な発展や国民生活の安定向上に寄与することを目的に制定された。

雨
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佐倉市も各地で被害を受けた平成２３年３月１１日の東日本大震災を踏まえ、平成
２５年１２月に国土強靭化基本法４８が策定され、水道施設・下水道施設についても、
激甚化する豪雨災害や切迫する大規模地震へ対応していくことが求められています。
一方で、日本は少子高齢化による人口減少の時代を迎え、水道・下水道においては、

過去の「建設（拡張）の時代」から、今ある施設を可能な限り長く使っていく「維持
管理（保守・修繕）の時代」に入りました。
このような状況を踏まえ、安全で安定的な水循環の実現に必要不可欠な水道・下水

道施設を適切に維持・管理しながら修繕や更新時において強靭化を進めることにより、
災害に対して『強靭な水道・下水道施設の確保』を目指します。
また、強靭化と並行して、本格的な人口減少社会の到来に備えた施設規模の最適化

を進めていきます。

（２）強靭 ～強靭な水道・下水道施設の確保～

図４-４ 東日本大震災で破損した水道管
（福島市水道局営業企画課提供）

図４-５ 大雨により冠水した道路
（国道２９６号 鹿島橋付近）

過去に発生した東日本大震災や台風・豪雨災害では、被災した水道・下水道事業体
に対して、全国の水道・下水道事業体や民間企業等の支援・援助による迅速な応急復
旧が行われました。
このように、災害・危機に強い水道・下水道を実現するためには、前述した施設の

強靭化による「ハード対策」だけでなく、近隣事業体等との連携強化等の「ソフト対
策」を同時に進めることが必要です。
そのため、強靭な水道・下水道施設の確保に加え、災害基本マニュアルの適時見直

しや災害訓練の実施、近隣事業体等との連携強化といったソフト対策を推進すること
により、総合的な『危機管理体制の強化』を進めていきます。

（３）危機管理 ～危機管理体制の強化～

＜ハード対策＞ ＜ソフト対策＞＋ ＝

図４-６ 災害・危機に強い水道・下水道の実現

４８東日本大震災を踏まえ、人命保護、事前防災や迅速な復旧復興のための施策を策定・実施すること
等の基本方針等を定めたもの
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（４）経営 ～健全で安定した経営体制～

前述したように、佐倉市の水道事業・下水道事業は、安全で安定的な水循環の実現
のため、水道・下水道施設の維持管理や強靭化に継続的に取り組んでいかなければな
りません。

その一方で、人口減少社会の到来により、料金・使用料収入（カネ）や担い手（ヒ
ト）といった経営資源の減少に直面することが予想されます。

こうしたことから、経営体制の効率化を前提として、水道料金・下水道使用料の適
正化や人材の育成等を進めることで経営基盤を強化するとともに、民間の担い手の積
極活用や水道・下水道事業体同士の広域化の検討を図り、人口減少社会においても
『健全で安定した経営体制』の構築を目指します。

また、事業経営へのご理解をいただくため、お客様とのコミュニケーションを充実
させるとともに、より利便性の高いサービス提供の研究を進めます。

図４-７ 水道料金改定 市民説明会 図４-８ 上下水道総合案内センター開所式

これら４つの基本方針の実現により、佐倉市の水道事業・
下水道事業は、災害等の危機にも負けない強靭な施設と健全
な経営を維持しながら、お客様の生活を支える社会基盤とし
て快適な暮らしを未来につないでいきます。
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これら4つの基本方針のもとに、進捗管理と成果（達成度）測定のため「ビジョン
成果指標」（計画期間の残り８年間を見据えた目標数値）を定めます。

４-４． ビジョン成果指標

水
循
環

・【下水道】 汚水処理人口普及率４９ 令和１３年度末 １００％

＜指標設定理由＞
現状、水の供給が安定している佐倉市にとって「安全で安定的な水の供給と
健全な水循環の実現」を果たすには、下水道の普及がより重要となるため。

強
靭

・【水 道】 重要施設までの水道管５０及び基幹管路５１の耐震適合率※
令和１３年度末 １００％

＜指標設定理由＞
水道・下水道施設の老朽化への対応や、想定される災害に備えた耐震化等の
推進は、「水の供給」と「汚水の処理」の継続に重要であるため。

・【水 道】 全水道管の耐震適合率
令和１３年度末 ６０％

・【下水道】 ストックマネジメント計画に基づく下水道管点検・調査率
令和１３年度末 36.4％

５０佐倉市が耐震化を進めている「重要施設までの水道管」とは、佐倉市地域防災計画に
基づく重要施設（病院、避難所、防災施設等）につながる配水管（総延長９９km）を指し、
その耐震適合率は佐倉市独自の指標となります。なお、当指標については、従前から掲げ
るとおり「令和１２年度末」時点で１００％を達成していることを目標とします。

重要施設までの水道管 令和４年度 令和１３年度

耐震適合性のある管の延長 66km 99km

耐震適合率 66% 100%

５１厚生労働省が定義する「基幹管路」とは導水管・送水管・配水本管を指し、佐倉市では
以下の水道管（総延長４３ｋｍ）が該当します。

基幹管路 令和４年度 令和１３年度

耐震適合性のある管の延長 27km 43km

耐震適合率 65% 100%

・導水管・・・・・地下水を汲み上げる水源（井戸）から浄水場へ送る管
・送水菅・・・・・志津浄水場から上座浄水場へ水道水を送る管
・配水本管・・・給水菅への分岐がない口径450mm以上の配水菅

※地震が起きても継ぎ目の接合部が離脱しない構造となっている水道管を耐震管と呼びま
すが、耐震管以外でも布設された地盤の性状等を勘案すれば、耐震性に問題ないと評価で
きる管があります。そうした管と耐震管を合わせて「耐震適合性のある管」と総称してお
り、総延長に占める耐震適合性のある管の延長の比率が「耐震適合率」となります。

４９行政区域内人口に占める「公共下水道」「農業集落排水」「合併処理浄化槽」等の生活
排水（汚水）処理施設を利用できる人口の割合。
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危
機
管
理

・【共 通】 災害訓練※の実施
ビジョン計画期間中（～令和１３年度）、毎年度１回以上実施

＜指標設定理由＞
職員の意識と技術向上は、災害に強い体制づくりに不可欠なため。

※当指標の「災害訓練」とは、他団体（千葉県、日本水道協会等）が主体となって行う訓練
とは別に、佐倉市上下水道部が独自で実施する訓練（情報伝達・災害対応等）を指します。

経
営

・【水 道】 料金回収率５２ １００％以上の確保
・【下水道】 経費回収率５３ １００％以上の確保

＜指標設定理由＞
コストを賄う収入の確保は、持続可能な事業の経営に最も重要であるため。

５２供給単価と給水原価との関係を見るもので「経営に必要な経費をどれだけ水道料金収入
で賄えているか」を示す指標。計算式は以下のとおり。

料金回収率（％）＝（供給単価÷給水原価）×１００

＝
水道料金収入

年間総有収水量
÷

経常費用※

年間総有収水量
×１００

※総務省がとりまとめる「水道事業経営指標」においては、経常費用から長期前受金戻入を
差し引いて給水原価を算出していますが、補助金等の財源について将来の再現性を鑑み、よ
り厳しい視点で経営の実態を評価するため、「長期前受金戻入を差し引かない」佐倉市独自
の基準を採用しています。

５３下水道事業の経営において「汚水処理に必要な経費をどれだけ下水道使用料収入で賄え
ているか」を示す指標。計算式は以下のとおり。

経費回収率（％）＝（下水道使用料収入÷汚水処理費）×１００

＝ ÷
汚水維持管理費・資本費-長期前受金戻入※

年間総有収水量
×１００

※総務省がとりまとめる「下水道事業経営指標」においては、汚水に係る維持管理費・資本
費から長期前受金戻入を差し引いて汚水処理費を算出していますが、補助金等の財源につい
て将来の再現性を鑑み、より厳しい視点で経営の実態を評価するため、「長期前受金戻入の
一部のみを差し引く」佐倉市独自の基準を採用しています。

下水道使用料収入

年度 料金回収率（水道） 経費回収率（下水道）

令和４年度 84.29％ 89.00％

＜参考＞佐倉市独自の基準による料金回収率・経費回収率の直近実績
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４-５． 施策体系

策定から７年が経過している旧ビジョンの施策体系において、既に完了済みのものや、
水道事業・下水道事業を取り巻く環境の変化によって重要度が変化したもの等、「現状に
即していない取り組み内容」が散見されるようになったことから、それらの見直しを基本
として施策の統廃合や配置転換を行い、以下のとおり新たに施策体系を構築しました。

図４-９ 佐倉市上下水道ビジョン２０２４における施策体系

ⅰ.水道施設の適切な維持管理

快
適
な
暮
ら
し
を
未
来
に
つ
な
ぐ
佐
倉
の
上
下
水
道

水
循
環

強
靭

危
機
管
理

５. 適切な維持管理

基本理念 基本方針 基本施策 具体施策

１. 安全・安定給水の確保

２. 公共用水域の水質保全の促進

３. 浸水対策（雨水）の推進

４. 環境対策の推進

１. 水道施設の更新・耐震化

２. 下水道施設の更新・耐震化

１. 危機管理体制の強化

１. 経営基盤の強化

３. 連携による経営改善

重
点

重
点

重
点

重
点

重
点

ⅰ.水道水の安全確保

ⅱ.安定給水の確保

ⅰ.生活排水対策の推進

ⅱ.計画的な汚水処理

ⅰ.浸水対策の推進

ⅰ.環境対策の推進

ⅱ.下水道（汚水）施設の適切な維持管理

ⅲ.雨水排水施設の適切な維持管理

ⅰ.水道管の更新・耐震化

ⅱ.施設設備の更新・耐震化

ⅲ.耐震化計画の適時適正な見直し

ⅳ.施設規模の最適化

ⅱ.施設設備の更新・耐震化

ⅳ.施設規模の最適化

ⅰ.下水道管の更新・耐震化

ⅲ.更新・耐震化計画の適時適正な見直し

ⅰ.平時からの備えの充実

ⅱ.連携体制の強化

ⅲ.非常時給水の確保

ⅰ.持続可能な料金・使用料等の確保

ⅰ.広報広聴活動の推進

ⅱ.お客様の利便性向上

ⅰ.官民連携の調査研究

ⅱ.広域化の調査研究

ⅱ.効率的な事業運営の推進と組織力の強化

経
営

２. お客様との
コミュニケーションの充実
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水道事業の最も基本的な役割である「お客様に安全な水を安定して供給する」ため、
水安全計画の策定や水源の確保等、各種取り組みを進めます。

４-６． 具体的な取り組み

(１) 水循環
１. 安全・安定給水の確保

ⅰ. 水道水の安全確保

・水安全計画の適切な運用

水安全計画を適切に運用します。

・信頼性の高い水質検査体制の維持

法令に定める水質基準を満たすため、引き続き適正な検査体制を維持します。

・直結給水の導入支援

受水槽に一旦貯めた水道水を使用している住戸等に対し、一定の条件の下、受水槽を経由せず
直接給水できる「直結給水方式」の導入を支援します。

・小規模貯水槽の適正管理の支援

より安全な水を供給するため、お客様の責任で管理が必要な小規模貯水槽について、適正管理
の啓発・指導を進めます。

水源から蛇口までの全ての過程において、水質に悪影響を及ぼす可能性のあるリス
クを分析し、それらに対応するための「水安全計画」を適切に運用していくとともに、
自己検査と委託検査の水質検査体制を維持し、水質管理の質を向上させます。
また、従来からの取水から配水までの水道事業の事業領域に加えて、小規模貯水槽

等、原則としてお客様が管理される領域にも積極的に関与することで、さらなる安全
安定給水の確保を進めます。

ⅱ. 安定給水の確保

厳しい規制下において地下水源に代わる表流水源の確保を進めるとともに、水需要
の適切な予測と印旛広域水道用水供給事業との協議に基づき、受水費負担の抑制に努
めます。
水道未普及地域については、地域における水道普及を求める世帯の割合や費用対効

果を勘案しながら、給水方法について検討します。

・安定水源の確保と計画的な受水管理

地下水規制によって井戸の使用が制限されるなか、安定した表流水源の確保を進めるとともに、水
需要予測と関係団体を交えた協議に基づき、受水費負担の抑制を図ります。

・水道未普及地域への給水検討

水道未普及地域に対する給水方法について検討します。
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公共下水道の未普及地域への対応や、普及地域での接続促進、排水規制指導（水質
指導）等により、公共用水域の水質保全を促進し、合併処理浄化槽等を含めた汚水処
理人口普及率１００％を目指します。

２. 公共用水域の水質保全の促進

ⅰ. 生活排水対策の推進

・公共下水道未普及地域への対応検討

公共下水道の整備が難しい未普及地域の汚水処理について、合併処理浄化槽の設置を基本と
した整備を検討します。

・農業集落排水の公共下水道への接続検討

農業集落の形態に適した小規模集合処理方式である農業集落排水について、維持管理コス
トに係る長期的な観点から、公共下水道への接続を検討します。

・公共下水道の接続促進の強化

下水道供用区域内で公共下水道に接続していない方に対して、水洗化に伴う助成制度の周知
等の接続勧奨を行います。

・排水規制（水質指導）の指導徹底

工場等、水質に影響を与える可能性のある下水道使用者を対象に水質指導等を積極的に行い
ます。

本市における住居系市街化区域の下水道の整備はほぼ完了していることを踏まえ、
未普及地域への対応については、佐倉市汚水適正処理構想に基づき、合併処理浄化槽
による個別処理を基本とした整備を検討します。

また、下水道供用区域内で公共下水道に接続していない方への接続勧奨の実施や奨
励金制度の周知により、水洗化率の向上に努めます。

ⅱ. 計画的な汚水処理

合併処理浄化槽・農業集落排水等を含めた汚水処理人口普及率１００％を目標に、
汚水適正処理構想の進捗管理や事業計画（佐倉市印旛沼流域関連公共下水道事業計
画）等の適時適正な見直しを行い、計画的に整備を進めます。

・汚水適正処理構想の進捗管理

汚水処理の長期的な方向性を定める汚水適正処理構想に基づき、下水道整備の進捗管理を
行います。

・公共下水道事業計画等の適正化

汚水適正処理構想の進捗状況を踏まえて、事業計画等に基づく具体的な整備方針の見直し・
最適化を進めます。
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佐倉市では、１時間あたり５０ｍｍの大雨に対応できることを前提に下水道（雨水
排水）施設を整備してきましたが、近年はそれを上回る集中豪雨によって浸水被害が
度々発生していることから、雨水排水施設の整備・改修を重点的に進めるとともに、
防災ハザードマップの周知や雨水貯留浸透施設等の普及促進を進め、市民の手による
浸水対策の取り組みを支援します。

３. 浸水対策（雨水）の推進 【重点施策】

ⅰ. 浸水対策の推進

・計画的な雨水排水施設の改修、整備の実施

集中豪雨や局地的大雨等の異常気象による洪水や浸水による被害を最小限に抑えるため、佐倉
市雨水管理総合計画に基づき、雨水施設の整備・改修を進めます。

・市民の手による浸水対策の取り組み支援

防災ハザードマップの周知や雨水貯留浸透施設等の普及促進など、市民が自ら行うことができる
浸水対策の取り組みを支援します。

昨今の集中豪雨や局地的大雨に対応するため、令和元年度に策定された「佐倉市雨
水管理総合計画」に基づき、雨水排水施設の整備・改修を行います。

また、防災ハザードマップによる浸水被害予測の周知や雨水貯留浸透施設等の普及
啓発・整備促進を行い、市民の手による浸水対策の取り組みを支援します。

なお、これらの雨水事業費については一般会計が負担することから、市の財政状況
を踏まえつつ、関連部署と連携して事業を進めます。

省エネルギー設備の導入や資源のリサイクル、環境に配慮した技術の調査研究を進
め、事業運営が与える環境への負荷低減に努めます。

４. 環境対策の推進

ⅰ. 環境対策の推進

・エネルギー消費量の削減

更新時における省エネルギー設備の導入や運転効率化による使用電力の抑制等によって、エネル
ギー消費量と温室効果ガス排出量の削減に努めます。

・建設副産物のリサイクル

建設改良工事で発生する土壌等の建設副産物のリサイクルを行います。

・環境に配慮した技術の調査研究

化石燃料に替わる再生可能エネルギーの活用可能性や、建築工事における環境配慮技術の導
入事例等を研究します。

水道事業・下水道事業は、浄水場等の大規模施設を稼働させていることから多くの
エネルギーを消費します。こうした事業運営が環境に与える負荷を低減するため、省
エネルギー設備の導入や建設副産物のリサイクル、再生可能エネルギーの導入検討や
環境配慮技術の調査研究を進めます。
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日本は少子高齢化による人口減少の時代を迎え、水道・下水道においては、過去の
「建設（拡張）の時代」から、今ある施設を可能な限り長く使っていく「維持管理
（保守・修繕）の時代」へと突入しました。

水道事業では、令和元年度の水道法改正によって「厚生労働省令（水道法施行規
則）で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持修繕を行わな
ければならない」と義務付けられ、また、下水道事業では、ストックマネジメントの
導入によって維持管理を起点としたマネジメントサイクルの確立を図り、計画的な下
水道施設の老朽化対策や維持更新を実施することが求められる等、維持管理の重要性
がさらに高まってきています。

こうした背景を踏まえ、本市における維持管理施策の重要性を改めて明確に示すた
め、本ビジョンでは、各維持管理施策を束ねる「基本施策（適切な維持管理）」を新
たに設けることとしました。

水道施設、下水道（汚水）施設、雨水排水施設の維持管理を適切に進めることで、
安全で安定的な水の供給と健全な水循環の実現を図ります。

５. 適切な維持管理

ⅰ. 水道施設の適切な維持管理

予防保全５４の考え方に基づき、点検調査によって水道施設の状態を正確に把握す
るとともに、漏水対策や水道管洗浄、浄水場設備のメンテナンス等の維持管理事業を
充実させ、老朽化等に起因する事故の防止や水道施設の長寿命化による更新コストの
抑制を図ります。

・漏水対策の推進

過去の漏水発生状況を踏まえた効果的・効率的な漏水調査や、迅速な修繕対応体制の構築等、
水道水の安定供給に向けた漏水対策を進めます。

・水道管洗浄の推進

水道水の水質維持のため、定期的な水道管の洗浄を行います。

・浄水場の適切な維持管理

安全で安定的な水の供給を行うため、時間計画保全と状態監視保全による各浄水場設備のメン
テナンスを行います。

図４-１０ 水道漏水復旧工事

５４事故発生や劣化などを事前に予測して予防する施設の管理手法。点検調査や診断結果に基づき、施
設の状態に応じて更新等の対応を行う「状態監視保全」と、法定耐用年数や供用年数に基づき、一定
周期ごとに更新等の対策を行う「時間計画保全」がある。

図４-１１ 水道管洗浄
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ⅱ. 下水道（汚水）施設の適切な維持管理

ストックマネジメント計画に基づく点検調査で市内全管渠の状態を正確に把握し、
リスク評価等による優先順位付けを行うことで計画的・効果的に修繕・改築等を進め
るとともに、ポンプ場設備のメンテナンスや取付管の改修等、維持管理事業の充実を
図ります。

また、維持管理施策の一環として行う不明水対策については、印旛沼流域下水道事
業に係わる周辺事業体とも連携し、汚水処理量の抑制に努めます。

ⅲ. 雨水排水施設の適切な維持管理

・雨水排水施設の適切な維持管理

一般会計と連携し、雨水管の定期的な清掃・浚渫や点検調査に基づく修繕等を適切に行うことで
雨水排水機能の維持に努めます。

雨水管理総合計画による改修整備と並行し、雨水管の定期的な清掃・浚渫や点検調
査に基づく修繕等を適切に実施することで、雨水排水機能の維持を図ります。
なお、これらの雨水事業費については一般会計が負担することから、市の財政状況

を踏まえつつ、関連部署と連携して事業を進めます。

・下水道管渠点検調査の充実

計画的な点検調査によって市内の全汚水管・マンホールの状態の把握を進めつつ、リスク評価等に
よる優先順位に基づき、適切な維持管理を行います。

・ポンプ場の適切な維持管理

予防保全の考え方に基づき、各ポンプ場設備のメンテナンスを行います。

・取付管改修の推進

本管と比べて埋設の深さが浅く、地上からの荷重やガス管・通信ケーブル等の他企業工事による影
響を受けて損傷しやすい取付管について、点検調査に基づく修繕・改修を進めます。

・不明水対策の推進

送煙調査による宅内誤接続箇所の改善やマンホール蓋の交換等を進め、汚水管への雨水流入
等に起因する汚水処理量の増加を抑制します。

図４-１２ ＴＶカメラによる管渠調査 図４-１３ 不明水対策（送煙調査）
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地方公営企業法施行規則により水道管の耐用年数は４０年とされており、佐倉市の
水道管が昭和５０年代に設置されたものが多い現状を踏まえると、今後、老朽化対策
がさらに必要となってくることが確実な状況です。

また、平成２３年の東日本大震災以降も、震度５強以上の地震によって、断水等の
大きな被害が全国各地で発生しており、今後は首都直下地震の懸念もあることから、
佐倉市においても水道管の耐震化が急務となっています。

このような背景から「水道施設の更新・耐震化」を重点施策と位置づけ、地震等の
災害発生時にも市民のライフラインを支えることができるよう、強靭で持続可能な供
給体制の構築を図ります。

実施にあたっては、佐倉市水道施設耐震化計画に基づき、最大震度（震度６弱）に
よる被害を想定して基幹施設の優先順位を定め、効果的・効率的に事業を進めます。

(２) 強靭

１. 水道施設の更新・耐震化 【重点施策】

ⅰ. 水道管の更新・耐震化

・水道管の更新・耐震化

水道施設耐震化計画に基づき、水道管の更新と耐震化を進めます。

水道管の耐震化については、佐倉市水道施設耐震化計画に基づき、佐倉市地域防災
計画５５で指定された重要施設（病院、避難所、防災施設等）に水を供給する水道管
を優先に進め、ビジョン計画期間の最終年度である令和１３年度末時点で、重要施設
までの水道管の耐震化が既に完了していることを目標とします。

また、水道管の更新については、耐震化と併せて実施することを基本とする一方、
経過年数や漏水発生状況等で老朽化の進行が特に懸念される水道管については優先的
に更新を図り、事故の予防に努めます。

加えて、更新・耐震化工事を実施する際には、工事箇所の状況に応じて、配水ブ
ロック化を検討します。

ⅱ. 施設設備の更新・耐震化

施設設備の更新・耐震化の主な対象となる市内３か所の浄水場は、高い耐震性能を
有しており、停電対策も実施済みで、災害時にも機能を維持できる体制を既に整えて
います。

ただし、浄水場が数多く抱える電気・機械・計装設備は、水道管と比較して耐用年
数が短く、経年化が進行していることから、日々の適切なメンテナンスによる寿命延
長を前提とした更新基準を設定しつつ、佐倉市水道施設耐震化計画に基づき計画的に
更新を進めます。

・施設設備（浄水場等）の更新・耐震化

水道施設耐震化計画に基づき、浄水場等施設設備の更新と耐震化を進めます。

５５災害対策基本法の規定に基づき、佐倉市の市域に係る防災に関して、佐倉市防災会議が定めたもの
で、佐倉市における防災の根幹をなす計画
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ⅲ. 耐震化計画の適時適正な見直し

・耐震化計画の適時適正な見直し

耐震化に係る制度変更や技術進化、社会情勢の変化等に対応するため、佐倉市水道施設耐
震化計画を適時適正に見直します。

佐倉市水道施設耐震化計画における対象施設は、総延長約８２５ｋｍの水道管及び
電気・機械・計装設備等、多岐・多量にわたり、また、計画期間も平成２８年度～令
和３７年度（４０年間）と長期におよびます。

そのため、計画期間中に、社会情勢の変化に加えて、耐震化に係る制度・基準の変
更や耐震化技術・資機材の進化等、様々な変化が生じる可能性があります。

こうした変化に適切に対応するため、佐倉市水道施設耐震化計画を適時適正に見直
し、より効果的・効率的な水道施設の更新・耐震化を進めます。

ⅳ. 施設規模の最適化

今後想定される人口減少に伴う水需要の低下を踏まえ、水道施設の更新・耐震化と
同時並行で、ダウンサイジングによる施設規模の最適化を検討・導入することにより、
効率的な配水系統の構築とライフサイクルコストの縮減を図ります。

・施設規模の最適化

水需要の低下による配水量の減少を踏まえ、管路の統廃合や口径の縮小等によるダウンサイジン
グを行い、施設規模の最適化を進めます。

図４-１４ ダウンサイジングによる最適化の例

口径１００mm

口径７５mm

最適化実施前

最適化実施後

水需要が減少し、配水量に
対して水道管の規模が過大
な状況。

配水量に最適な規模で整備
することで、布設費用と将
来の維持管理費用を縮減。

管口径の縮小 管路の統廃合
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国土交通省通知により下水道管の耐用年数は５０年とされています。佐倉市の下水
道管は昭和５０年代に設置されたものが多いため、水道管と同様に今後、老朽化対策
の必要性が高まることが確実な状況です。

また、将来発生し得る震災時の公衆衛生を維持するため、下水道管の耐震化事業も
重要となってきます。

このような背景から、水道施設と同様に「下水道施設の更新・耐震化」を重点施策
と位置づけ、施策の実施にあたっては、佐倉市公共下水道ストックマネジメント計画
及び佐倉市下水道総合地震対策計画に基づき、効果的・効率的に事業を進めます。

２. 下水道施設の更新・耐震化 【重点施策】

ⅰ. 下水道管の更新・耐震化

・下水道管の更新・耐震化

佐倉市公共下水道ストックマネジメント計画及び佐倉市下水道総合地震対策計画に基づき、下
水道管の更新・耐震化を進めます。

・下水道管の硫化水素対策の推進

流域下水道との接続部等、硫化水素による下水道管の腐食が危惧される箇所について、点検と
更新を重点的に進めます。

下水道管の更新については、佐倉市公共下水道ストックマネジメント計画に基づく
点検調査によって、リスク評価等から緊急度が高いと判定された箇所を優先した改築
を行い、更新費用の低減と平準化を図ります。

また、下水道管の耐震化については、被害の発生確率や影響度を考慮して管路の対
策優先順位を設定している佐倉市下水道総合地震対策計画に基づき、計画的に事業を
進めます。

これらの全体的な取り組みと並行し、硫化水素による下水道管の腐食が懸念される
特定箇所について、定期的な点検調査と更新を行い、陥没事故等の発生を未然に防ぎ
ます。

ⅱ. 施設設備の更新・耐震化

市内各中継ポンプ場の建築物について、佐倉市下水道総合地震対策計画に基づく耐
震診断を行い、診断結果に応じた耐震補強（又は建替）工事を実施します。また、浄
水場と同様に、中継ポンプ場も多くの電気・機械設備を抱えており、経年化が進行し
ているため、耐震補強工事が完了次第、佐倉市公共下水道ストックマネジメント計画
に基づき、更新を進めます。

併せてマンホールポンプの電気・機械設備についても調査点検を実施し、緊急度の
高い設備を優先的に更新します。

・施設設備（ポンプ場）の更新・耐震化

佐倉市公共下水道ストックマネジメント計画及び佐倉市下水道総合地震対策計画に基づき、ポ
ンプ場等施設設備の更新・耐震化を進めます。
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ⅲ. 更新・耐震化計画の適時適正な見直し

・更新・耐震化計画の適時適正な見直し

制度変更や技術進化、社会情勢の変化等に対応するため、佐倉市公共下水道ストックマネジメ
ント計画及び佐倉市下水道総合地震対策計画を適時適正に見直します。

佐倉市公共下水道ストックマネジメント計画及び佐倉市下水道総合地震対策計画は、
総延長約８２４ｋｍの下水道管（汚水管約６４７ｋｍ、雨水管約１７７ｋｍ）とポン
プ場設備を対象に実施する更新・耐震化事業の方針をとりまとめたものです。

事業の進捗状況に加えて、制度や基準の変更、技術の進化、佐倉市を取り巻く社会
情勢の変化等を反映させるため、適時適正に計画の見直しを行い、より効果的・効率
的な下水道施設の更新・耐震化を進めます。

ⅳ. 施設規模の最適化

今後想定される人口減少に伴う汚水処理水量の低下を踏まえ、中継ポンプ場の廃
止・再編等、ダウンサイジングによる施設規模の最適化を図ります。

・施設設備の最適化

汚水処理水量の減少を踏まえ、中継ポンプ場の廃止・再編等によるダウンサイジングを検討し、施
設規模の最適化を図ります。
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災害時にも継続して水道・下水道サービスを提供するためには、前述の水道・下水
道施設の更新・耐震化によるハード対策と同時に、マニュアルの整備や災害訓練の実
施等、ソフト対策も重点的に進めておくことが重要です。

近年、震度５強以上の地震や集中豪雨・局地的大雨等によって、水道・下水道に被
害がもたらされる事例が各地で見られるようになり、災害による被害を最小限に食い
止めるための対策をとることが全国的に求められています。

このような背景から「危機管理体制の強化」を重点施策と位置づけ、日常生活に必
要不可欠なインフラである水道・下水道を災害時にも機能させるため、平時からの備
えを充実させるとともに、非常時における関係機関等との連携や給水能力の確保等、
危機管理体制の強化に努めます。

(３) 危機管理
１. 危機管理体制の強化 【重点施策】

ⅰ. 平時からの備えの充実

災害時に水道・下水道サービスを維持継続するための諸活動を迅速かつ効率的に行
えるよう、災害対策基本マニュアルの定期的な見直しや災害訓練の実施により、職員
理解と運用性の向上に努めます。

また、給水パック等の災害用資機材を充実させるとともに、過去に導入した無停電
電源装置や非常用発電機等を適切に維持管理することで、非常時におけるバックアッ
プ体制の確保を図ります。

ⅱ. 連携体制の強化

民間事業者等を含めた関係機関や近隣事業体との相互応援体制を強化し、緊急時連
絡管５６の運用体制や自家発電用の燃料供給体制、資機材の融通体制等の検討を行い、
連携体制の強化に努めます。

・関係機関や近隣事業体とのネットワークの構築

民間事業者等も含めた関係機関や近隣事業体との相互応援体制の強化を図ります。

・災害対策基本マニュアルの適時適正な見直し

水道事業・下水道事業における各種災害マニュアルや業務継続計画等、災害対策に係る基本的
事項を集約・共通化した災害対策基本マニュアルを適時適正に見直します。

・災害訓練の実施

上下水道部単独や、市の関連部署・近隣事業体・民間事業者等と連携した災害訓練を毎年度
実施します。

・非常時バックアップ設備や災害用資機材の充実

給水パック等、災害時に必要となる資機材を充実させるとともに、非常用設備の適切な維持管理
によって、バックアップ体制の確保を図ります。

５６災害などの緊急時に、他の水道事業体と相互の応援給水が図れるよう布設された水道管
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ⅲ. 非常時給水の確保

千葉県の環境保全条例によって、地下水の利用は厳しい規制を受けており、将来的
には井戸の削減も要請されているところですが、震災等大規模災害による表流水源の
受水停止を想定した場合、自己水源を確保していることは、市民を守る上で非常に大
きな意義を持ちます。

そのため、現在削減対象になっている井戸を非常用の予備水源５７として活用でき
るよう千葉県と協議を進めるとともに、市の関連部署と連携して、避難所等に設置さ
れている防災井戸を活用した応急給水体制を整備し、災害等非常時における水源の確
保を図ります。

・災害等非常時における水源確保

削減対象となっている自己水源（井戸）について、災害等非常時における予備水源として今後も維
持できるよう運用方法を検討し、千葉県との協議を進めます。

・防災井戸の機能維持及び水質管理体制の充実

災害等非常時に防災井戸を迅速・確実に使用できるよう、定期的なメンテナンスによる機能維持と
水質管理を行います。
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図４-１６ 拠点給水所・防災井戸設置場所

図４-１５ 拠点給水所・防災井戸・マンホールトイレ設置場所一覧

●…防災井戸及びマンホールトイレ設置
■…防災井戸のみ設置
▲…マンホールトイレのみ設置

表中(※)…水質が飲用に適さないため、災害
時には生活用水として利用。

５７地震・渇水・水質事故等の発生時の水量不足に対処しようとするもので、ライフライン確保の観点
から保有することが望ましいとされている。（厚生労働省「水道事業等の認可等の手引き」）
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記号 名 称 所 在 地

ア

イ

ウ

志津浄水場

上座浄水場

南部浄水場

上志津原５９-２

上座７７６-２

小篠塚１２４０

記号 名 称 所 在 地

1

2

5

6

7

3

8

9

10

4

佐倉東小学校 将門町７

白銀１-４

岩名８７０

新町７８-４

城内町１１７-１０

高岡４２３-１

鍋山町１８

城内町２７８

海隣寺町９７

宮前３-４-１

白銀小学校

内郷小学校（※）

佐倉小学校

佐倉中学校

佐倉東中学校

佐倉高等学校

佐倉東高等学校

佐倉市役所

ﾐﾚﾆｱﾑｾﾝﾀｰ佐倉

防災井戸 ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ設置場所
佐倉地区

上下水道部拠点給水所

・

記号 名 称 所 在 地

11

12

13

14

15

16

17

間野台小学校

王子台小学校

臼井小学校（※）

印南小学校（※）

臼井中学校

臼井西中学校

臼井西地域防災集会所

臼井地区

王子台２-１８

王子台５-１９

臼井田２３９５

印南２２３-１

臼井１５３０

臼井台１５８８

臼井田２５２５

記号 名 称 所 在 地

39 和田小学校 直弥５９-１

和田地区

記号 名 称 所 在 地

弥富小学校 岩富町１４５

弥富地区

記号 名 称 所 在 地

41

42

43

44

千代田地区

千代田小学校

染井野小学校

臼井南中学校

千代田地域防災集会所

吉見５５３

染井野１-１９

染井野４-１

生谷４９１

記号 名 称 所 在 地

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

上志津小学校 上志津１７５２

志津小学校 上座１１５６-２

下志津小学校 中志津４-２６-１０

南志津小学校 下志津原１６４-２

井野小学校 西ﾕｰｶﾘが丘３-１-６

西志津小学校 西志津７-２-１

小竹小学校 ﾕｰｶﾘが丘５-５-１

青菅小学校 宮ノ台１-１７-１

志津中学校 井野１３７６

上志津中学校 上志津８６６

井野中学校 宮ノ台３-９-１

西志津中学校 西志津４-１８-１

佐倉西高等学校 下志津２６３

志津市民プラザ 上志津１６７２-７

志津地区

記号 名 称 所 在 地

32

33

34

35

36

37

38

根郷小学校 城４５４

寺崎小学校 大崎台４-４-１

山王小学校 山王１-４４

南部中学校 神門４３２-１

根郷中学校 山王２-３７-１

佐倉南高等学校 太田１９５６

馬渡保育園 馬渡８１８-２

根郷地区

40

40



人口減少が進行する中で、施設の維持管理・更新の財源を確保し、安定した水道・
下水道サービスを維持するためには、これまで以上に事業運営の効率化を推進した上
で、将来の水需要や事業費予測に基づく水道料金・下水道使用料の適正な見直しが必
要となります。

また、人口の減少は、需要低下に伴う水道料金・下水道使用料の減少だけでなく、
事業運営に携わる職員の減少にも深く関わるため、限られた経営資源を効率的に最大
限活用するための経営基盤の構築が不可欠です。

このような背景から「経営基盤の強化」を重点施策と位置づけ、公正で持続可能な
水道料金・下水道使用料の確保や、より効率的な事業運営と組織力の強化を図り、人
口減少社会に対応するための経営基盤の強化を進めます。

(４) 経営
１. 経営基盤の強化 【重点施策】

ⅰ. 持続可能な料金・使用料等の確保

佐倉市では、平成２９年度に下水道使用料の改定、令和４年度に水道料金の改定を
行ったところですが、今後も人口減少による需要低下が続くなかで、施設の維持管理
・更新の財源を確保するためには、経営状況を常に注視し、水道料金・下水道使用料
を定期的に見直すことが必要です。

有識者や市民委員から構成される懇話会の設置により経営状況を客観的に評価する
等、総括原価主義※に基づく公正で持続可能な水道料金・下水道使用料を確保するた
めの仕組みを構築します。

・定期的な経営診断の実施

人口減少等の社会環境の変化に迅速・的確に対応できるよう、定期的に経営状況を診断し、適
正な水道料金・下水道使用料のあり方を検討します。

・滞納整理の強化

収入確保とお客様間の負担の公平のため、水道料金・下水道使用料滞納者への督促等、滞納
整理のための取り組みを強化します。

・適切な資産管理

水道・下水道事業が抱える固定資産全体の状況を適正に評価することで、最適な維持管理・更
新方法を検討・実施するとともに、施設規模の最適化や遊休施設の利活用等を図り、維持管理・更
新費用の縮減による料金・使用料の抑制に努めます。

※総括原価主義

○給水や汚水処理にかかる原価を全て積み上げた金額（総括原価）について、全て
水道料金・下水道使用料で賄うことを原則とした料金・使用料体系の考え方

○総括原価には、事業運営で生じる営業費用（人件費、減価償却費、委託料等）や
営業外費用（支払利息等）に加え、将来にわたって資産を維持するための財源を
資産維持費（事業報酬）として算入することが認められています。
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ⅱ. 効率的な事業運営の推進と組織力の強化

水道料金・下水道使用料は総括原価方式に基づいて算定されることから、非効率な
運営によって発生した過剰なコストが水道料金・下水道使用料に転嫁されてしまうお
それがあるため、これまで以上に事業の効率性を高め、お客様の水道料金・下水道使
用料の負担を少しでも抑制できるよう努めます。

職員については、高齢化の進行と職員数の減少が今後想定されるなかで、施設の更
新・耐震化等による業務量増加に対応していく必要があります。そのため、水道・下
水道事業を担う人材の育成を図り、技術継承を推進します。

組織面では、令和３年度に佐倉市上下水道総合案内センターの設置による窓口・受
付業務の一元化と、それに伴う上下水道組織の再編等、効率的な組織体制づくりに努
めてきました。今後も引き続き組織体制の効率化を図るとともに、時代の変化やお客
様のニーズに柔軟に対応できる機能的な組織体制の構築を推進します。

・コストの削減

料金・使用料抑制のため、金銭的コスト（費用）の削減に努めるとともに、業務効率化による時間
的コストや労力的コストの削減を図り、職員数減少に対応します。

・人材育成と技術継承の推進

技術資格や簿記等、水道・下水道事業の運営に有用な専門知識を有する人材の採用・育成を
積極的に進め、将来に備えた技術継承を推進します。

・効率的・機能的な組織体制づくり

業務量が増加するなかでも、組織体制を効率化することで職員負担を軽減し、時間外労働の削
減や事務処理誤りの発生防止等に努めます。また、時代の変化やお客様のニーズに柔軟に対応でき
る機能的な組織体制づくりを推進します。
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人口減少に伴う需要低下が続く中、持続可能な事業運営のために必要な財源をお客
様に負担していただくにあたっては、お客様とのコミュニケーションを充実させ、少
しでも多くの方に理解してもらえるよう努力しなければなりません。

また、お客様が具体的な利便性の向上を実感し、水道料金・下水道使用料の負担に
納得できるような取り組みを進める必要があります。

運営サイドの考え方だけにとらわれず、お客様の目線に沿って経営を考え、お客様
の理解と信頼に基づく事業運営が果たせるよう努めます。

２. お客様とのコミュニケーションの充実

ⅰ. 広報広聴活動の充実

広報紙やホームページ等による情報提供、パブリックコメントやお客様アンケート
等の実施、健全な水循環づくりに向けた活動の推進等、お客様の声を把握して事業運
営に活かす仕組みの構築を進めます。

ⅱ. お客様の利便性向上

水道料金・下水道使用料の支払い方法等、お客様にとって利便性の高いサービスの
提供を検討します。

・利便性の高いサービスの検討

電子マネーによる水道料金・下水道使用料の支払い等、お客様にとって利便性の高いサービスのあ
り方について研究を進めます。

・広報の充実

広報紙やホームページ、パンフレット等を充実させ、水道・下水道に関するお知らせや災害時の備え
等、様々な情報をわかりやすくお客様に提供します。

・定期的な広聴活動の実施

水道・下水道事業の経営にお客様の声を反映させるため、市民意識調査やお客様アンケート、パ
ブリックコメント、懇話会等の広聴活動を定期的に実施します。

・健全な水循環づくりに向けた活動の推進

お客様が水道・下水道を身近な存在として感じ、健全な水循環への意識を高めていただくため、浄
水場見学会やポスターコンクール、デザインマンホール、給水スポット等、多様なプロモーション活動の展
開を推進します。

図４-１７ デザインマンホール
（市民音楽ホール前）

図４-１６ 浄水場見学会 図４-１８ 給水スポット
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水道・下水道は、市民生活に必要不可欠な社会基盤である性格上、原則として市町
村が運営することが法律（水道法、下水道法）で定められており、前掲の具体施策
「ⅱ．効率的な事業運営の推進と組織力の強化」のなかで、今後想定される職員数の
減少に対応するための取り組みを掲げたところです。

しかしながら、職員数の減少傾向がさらに深刻化した場合、市町村単独での事業運
営が困難となるため、別途対策を講じる必要があり、国も水道・下水道事業における
官民連携や広域化を支援・推進しています。

そのため、佐倉市においても、公の責務の下で水道・下水道事業が運営されるとい
う原則を堅持し、効率的で機能的な組織体制づくり等の自助努力を継続しつつ、官民
連携や広域化の実現可能性についても幅広く検討を進め、将来起こり得る事業の担い
手不足に備えます。

３. 連携による経営改善

ⅰ. 官民連携の調査研究

水道・下水道に係る公の責務を果たしつつ、民間活力を事業経営に有効に活用する
ため、業務範囲の線引き（官が担うべき領域と民間に委託可能な領域）を考慮しなが
ら、ＰＰＰ/ＰＦＩ等の官民連携手法の活用可能性について調査研究を進めます。

ⅱ. 広域化の調査研究

人口減少は佐倉市近隣の事業体にとっても共通の経営課題であることから、各々の
事業体で相互にメリットを享受することができる広域化の実現可能性について、調査
研究を進めます。

・広域化の実現に向けた調査研究

施設や事務処理の共同化や将来的な事業統合の実現可能性等も含め、中長期的な広域化の
あり方について調査研究を進めます。

・民間活力の活用に向けた調査研究

ＰＰＰ/ＰＦＩや部分委託等、様々な形態が存在する官民連携手法について、佐倉市の現状に即し
た最適解を模索し、その活用可能性について調査研究を進めます。

施設の共同化

管理の一体化

経営の一体化

事業統合

浄水場、緊急時連絡管等の共同施設を保有

維持管理事業や事務処理等を共同で実施又は委託

経営主体は１つに統合されたが、認可上は別事業

経営主体も事業も１つに統合された状態

図４-１９ 水道広域化のイメージ （日本水道協会「水道広域化検討の手引き」参照）
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第５章 事後検証に関する事項

５-１． 進捗管理

５-2． 計画の見直し

本ビジョンは、定期的に内容を精査して、見直しが必要かどうか検討するとともに、
第５次佐倉市総合計画との整合を図るため、後期基本計画の最終年度である令和１３
年度に新計画を策定することとします。
また、本ビジョンとともに経営戦略を構成する「佐倉市上下水道事業 投資・財政

計画」については、４年ごとの設置を原則としている「佐倉市水道料金及び下水道使
用料のあり方に関する懇話会」の提言内容を踏まえて、見直しを図ることとします。

本ビジョンの推進にあたっては、主な取り組み内容に属する事務事業について、
可能な限り定量的な目標値を設定し、毎年度ＰＤＣＡサイクル５８による進捗管理を
行います。

Plan Do

CheckAction

目標設定、計画策定
【計画】

事務事業の実施
【実行】

達成状況の確認・評価

【検証】【改善】
検証に基づく改善

５８Ｐｌａｎ（計画）→Ｄｏ（実行）→Ｃｈｅｃｋ（検証）→Ａｃｔｉｏｎ（改善）のサイクルを繰り
返し行うことで、継続的な業務の改善を促す技法。

図５-１ PDCAサイクル
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参考資料

１． お客様アンケート

平成27年度に策定した上下水道ビジョンを見直す目的で、当時行ったお客様の水道
下水道に対する満足度やニーズを把握するためのアンケート調査を再度実施しました。

（１） アンケート調査概要

ⅰ. 調査目的

佐倉市内約７万世帯のうち、コンピューターによって無作為に抽出した1,500世帯

ⅱ. 調査対象

郵送による配布・回収

ⅲ. 調査方法

有効回収数 648件（有効回収率 43.2％）

ⅳ. 回収件数

令和4年12月28日～令和5年1月31日

ⅴ. アンケート実施期間

※アンケート集計結果のグラフは全て「％」表記で、総回答数（Ｎ）に占める
割合を示しており、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合
計が100.0％にならない場合があります。
また、グラフ縦軸の「無」とは、無回答の件数を示しています。

※アンケートの質問は、１つだけ選んで回答するものと複数を選択できるもの
があります。また、前の質問で特定の回答を選んだ方のみを対象とする質問
もあります。そのため、質問によって回答者数（ｎ）や総回答数（Ｎ）に違
いがあります。

※各質問において「その他」で回答された具体的内容や、自由記述欄等で頂い
たご意見・ご提案については、紙面の都合上、割愛させていただきます。

（佐倉市公式ホームページで公開しております。）

※アンケート結果を比較するため、ビジョンを見直す目的で新たに実施したも
のを「今回」、平成２７年度の策定当時に実施したものを「前回」として、
併せて掲載しています。

＜前回アンケートの概要＞
【調査対象】3,000世帯（無作為抽出）
【回収件数】1,470件 （有効回収率 49.0％）
【実施期間】平成27年5月18日～平成27年6月5日
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前回同様、佐倉市の水道水について、約５割の方がおいしい（①、②）と回答して
います。一方で、おいしくない（⑤、⑥）と感じている方の割合は減少し、その分、
わからない（⑥）割合が増えています。

（２） 調査結果

ⅰ. 佐倉市の水道サービスについて

1.佐倉市の水道水は「おいしい」と思いますか。

11.7

36.7

28.2

6.3

5.2

11.0

0.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

①

②

③

④

⑤

⑥

無

12.9

36.7

25.6

7.4

7.0

9.2

1.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

①

②

③

④

⑤

⑥

無

＜今回＞ ｎ(Ｎ)＝648 ＜前回＞ ｎ(Ｎ)＝1,470

① おいしい ② まあまあおいしい ③ どちらともいえない
④ どちらかというとおいしくない ⑤ おいしくない ⑥ わからない

前回から、そのまま飲む（①）と回答した方の割合が減少した分、浄水器を通して
飲む（②）割合が増加しています。
質問１の回答で「おいしくない（⑤、⑥）が減少し、わからない（⑥）が増加」し

ている状況は、浄水器を通して飲むため元の水道水の味を知らない方の割合が増えて
いることがひとつの理由として考えられます。

2.佐倉市の水道水をどのように飲んでいますか。

＜今回＞ ｎ(Ｎ)＝648 ＜前回＞ ｎ(Ｎ)＝1,470

① そのまま飲む ② 浄水器を通して飲む ③ 煮沸してから飲む
④ 飲み水としては使っていない ⑤ その他

36.8

29.3

17.3

14.1

0.8

1.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

①

②

③

④

⑤

無

35.5

31.9

16.8

13.1

0.8

1.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

①

②

③

④

⑤

無
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前回と比較し、安全性が気になる（④）と回答した方の割合が大きく増えています。
世界を襲ったコロナ禍の影響もあって「安全性」に対する意識が強く高まっているこ
とを示しています。

2-1.水道水をそのまま飲まない理由は何ですか。（複数回答可）

＜今回＞ ｎ＝406 Ｎ＝537 ＜前回＞ ｎ＝903 Ｎ＝1,226

① 味 ② におい ③ にごり ④ 安全性が気になる ⑤ なんとなく
⑥ その他

前回同様、８割以上の方が節水を意識している（①、②）と回答しました。

3.日頃、節水をしていますか。

＜今回＞ ｎ(Ｎ)＝648 ＜前回＞ ｎ(Ｎ)＝1,470

① まめに節水している ② ある程度節水している
③ ほとんど節水していない ④ 全く節水していない

【質問２で「②・③・④・⑤」のいずれかを選択した方にうかがいます】

17.3

12.8

2.8

28.5

24.0

13.4

1.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

①

②

③

④

⑤

⑥

無

22.5

18.3

5.4

7.0

31.8

12.6

2.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

①

②

③

④

⑤

⑥

無

15.6

66.8

15.1

1.5

0.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

①

②

③

④

無

14.5

68.8

13.7

2.0

1.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

①

②

③

④

無
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前回同様、公共性を考慮して節水に協力している（②、③、④）方の割合が５割を
超えました。また、節水機能を持つ家電等が普及し、普段意識しなくても結果的に節
水となっている（⑤）割合が増えています。

3-1.節水をしている理由は何ですか。（複数回答可）

＜今回＞ ｎ＝534 Ｎ＝1,083 ＜前回＞ ｎ＝1,224 Ｎ＝2,109

① 料金を節約するため ② 水は限りある資源だから
③ 節水の呼びかけに応じている ④ 佐倉市で渇水が起きると困るから
⑤ 節水機能がある家電や器具を使用しているため、結果的に節水になっている
⑥ その他

【質問３で「①・②」のいずれかを選択した方にうかがいます】

40.4

29.7

11.8

10.2

7.7

0.0

0.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

①

②

③

④

⑤

⑥

無

42.3

32.1

8.6

10.0

5.5

0.9

0.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

①

②

③

④

⑤

⑥

無

前回から、お風呂の残り湯を再利用している（②）方の割合が減少し、その分、節
水機能のある家電や器具を使用している（④）方の割合が増えています。②の減少に
ついては、別の理由として、コロナ禍による「安全性」への意識の高まりが影響して
いる可能性も考えられます。

3-2.節水の取組内容についてお聞かせください。（複数回答可）

＜今回＞ ｎ＝534 Ｎ＝1,147 ＜前回＞ ｎ＝1,224 Ｎ＝2,455

① 水を出しっぱなしにしない ② お風呂の残り湯を再利用している
③ まとめて洗ったり、すすぎの回数を減らしたりしている（洗濯・炊事等）
④ 節水機能のある家電や器具を使用している
⑤ 雨水を貯めて利用している（散水、洗車等） ⑥ その他

42.1

18.7

24.3

10.5

1.9

1.0

1.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

①

②

③

④

⑤

⑥

無

41.5

23.8

22.1

5.3

3.0

1.1

3.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

①

②

③

④

⑤

⑥

無
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前回、現在は備蓄していない（②、③）と回答した方の割合が４割を超えていまし
たが、今回は３割強にまで減少しており、「災害」に対する意識がより高まっている
状況を示しています。

4.東日本大震災や台風・豪雨災害では、断水や濁り水などの皆様の生活に
大きな影響がありました。このような災害時に備えて、日頃から飲料水
の備蓄をしていますか。

＜今回＞ ｎ(Ｎ)＝648 ＜前回＞ ｎ(Ｎ)＝1,470

① 備蓄している ② 現在は備蓄していないが、今後備蓄する予定
③ 現在備蓄しておらず、今後も備蓄する予定はない

備蓄が足りている（①）と回答した方の割合が前回より減少しており、市民に向け
た備蓄に関する具体的な情報周知と啓発が不足している状況が示されました。

4-1.１人１日３リットル（最低３日間）の飲料水の備蓄をお願いしていま
すが、ご自宅の備蓄はこの量に足りていますか。

＜今回＞ ｎ(Ｎ)＝423 ＜前回＞ ｎ(Ｎ)＝845

① 足りている ② 少し足りていない ③ かなり不足している

65.3

21.8

11.3

1.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

①

②

③

無

58.0

23.3

16.9

1.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

①

②

③

無

【質問４で「①」を選択した方にうかがいます】

41.1

45.2

13.0

0.7

0.0 20.0 40.0 60.0

①

②

③

無

56.4

42.5

0.0

1.1

0.0 20.0 40.0 60.0

①

②

③

無
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前回と比較し、不満を感じている（④、⑤）と回答した方の割合が減少したことは
良い傾向ですが、また同時に、満足している（①、②）回答の割合も減少し、５割を
切っている状況です。

5.水道サービス（事業全般）についてどう感じていますか。

＜今回＞ ｎ(Ｎ)＝648 ＜前回＞ ｎ(Ｎ)＝1,470

令和４年４月１日に水道料金の改定を実施したことにより、前回と比べて水道料金
が高い（②）と不満に感じる方の割合が大きく増加しており、お客様の理解と同意が
得られるよう十分な説明責任を果たす必要があります。

5-1.どのような点に不満を感じていますか。（複数回答可）

＜今回＞ ｎ＝101 Ｎ＝142 ＜前回＞ ｎ＝310 Ｎ＝457

① 窓口、電話などの対応がよくない ② 水道料金が高い
③ 水道水の安全性に不安がある ④ 赤水（濁り水）が出る
⑤ 供給体制が安定していない（断水や出細り） ⑥ 災害対策が十分でない
⑦ 水道が整備されていない ⑧ その他

【質問５で「④・⑤」のいずれかを選択した方にうかがいます】

13.4

33.2

34.9

13.6

2.0

2.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

①

②

③

④

⑤

無

11.6

40.7

25.2

15.9

5.2

1.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

①

②

③

④

⑤

無

0.7

62.0

11.3

4.2

0.7

9.2

3.5

8.5

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

無

5.7

53.2

15.5

9.0

2.0

6.1

3.1

4.2

1.3

0.0 20.0 40.0 60.0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

無

① 満足している ② どちらかといえば満足している
③ どちらともいえない ④ どちらかといえば不満である ⑤ 不満である
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前回同様、下水道は日常生活に必要不可欠なもの（①）と回答する方の割合が最も
高く、公衆衛生の向上（②）・公共用水域の水質保全（③）・浸水防除（④）という
下水道の基本的役割についての回答が後に続いています。

ⅱ. 佐倉市の下水道サービスについて

6.あなたにとって下水道とは、どのようなものですか。（複数回答可）

＜今回＞ ｎ＝648 Ｎ＝1,757 ＜前回＞ ｎ＝1,470 Ｎ＝3,885

① 日常生活に必要不可欠 ② 汚水を処理して街を清潔に保つ
③ 川や海などの水質環境を守る ④ 台風・豪雨などによる浸水を防ぐ
⑤ エネルギーや資源を創り出す ⑥ よくわからない ⑦ その他

下水道の利用にあたり、基本的なマナーやルールについての認知は進んでいる状況
です。

7.下水道の利用に関するマナーやルールとして知っていることを教えて下
さい。（複数回答可）

＜今回＞ ｎ＝648 Ｎ＝2,440 ＜前回＞ ｎ＝1,470 Ｎ＝4,695

① 台所で油や生ごみを流さない
② トイレで水に溶けないティッシュペーパーや紙おむつ等を流さない
③ 風呂場で髪の毛を極力流さない
④ 危険物（薬品・アルコール・ガソリン等）を排水口に流さない
⑤ ディスポーザー（生ごみ粉砕機）の設置には届出が必要
⑥ 雨どいを汚水管や汚水桝に接続しない ⑦ わからない ⑧ その他

33.1

28.3

21.7

11.8

3.0

1.0

0.4

0.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

無

31.5

26.2

18.5

8.0

0.0

4.4

11.0

0.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

無

24.6

25.0

19.1

22.5

1.8

6.1

0.2

0.2

0.4

0.0 10.0 20.0 30.0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

無

29.4

29.2

0.2

25.2

6.5

8.8

0.3

0.2

0.2

0.0 10.0 20.0 30.0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

無
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前回と比較し、満足している（①、②）と回答した方の割合はほぼ変わりませんが、
不満を感じている（④、⑤）回答の割合は減少し、どちらともいえない（③）回答の
割合が増えています。

8.下水道サービス（事業全般）についてどう感じていますか。

＜今回＞ ｎ(Ｎ)＝648 ＜前回＞ ｎ(Ｎ)＝1,470

平成２９年７月１日に下水道使用料の改定を実施したことによって、前回と比べて
下水道使用料が高い（②）と不満に感じる方の割合が大きく増加しており、お客様の
理解と同意が得られるよう十分な説明責任を果たす必要があります。

8-1.どのような点に不満を感じていますか。（複数回答可）

＜今回＞ ｎ＝79 Ｎ＝102 ＜前回＞ ｎ＝284 Ｎ＝406

① 窓口、電話などの対応がよくない ② 下水道使用料が高い
③ 水質環境が守られていない ④ 大雨・浸水への対策が十分でない
⑤ 災害対策が十分でない ⑥下水道（汚水）が整備されていない
⑦ その他

【質問８で「④・⑤」のいずれかを選択した方にうかがいます】

15.3

36.9

33.5

10.2

2.0

2.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

①

②

③

④

⑤

無

14.2

37.3

25.6

13.1

6.2

3.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

①

②

③

④

⑤

無

1.0

67.6

2.9

11.8

7.8

4.9

3.9

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

無

2.2

52.7

11.6

12.6

6.2

10.3

4.4

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

無

① 満足している ② どちらかといえば満足している
③ どちらともいえない ④ どちらかといえば不満である ⑤ 不満である
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前回と比較し、動画サイト（⑥）やＳＮＳ（⑦）等のオンラインによる広報の割合
が若干増加していますが、紙媒体による広報（②・④・⑤・⑨）が有効との回答が全
体の６割を占めています。

ⅲ. 水道・下水道に共通する項目について

9.水道・下水道の広報として、どのような媒体・手段が有効だと思います
か。（複数回答可）

＜今回＞ ｎ＝648 Ｎ＝1,703 ＜前回＞ ｎ＝1,470 Ｎ＝3,711

① 窓口での案内 ② 上下水道部の広報紙 ③ 上下水道部のホームページ
④ 佐倉市の広報 ⑤ 使用水量のお知らせ（裏面） ⑥ 動画サイトの活用
⑦ ＳＮＳ ⑧ メールでの配信サービス ⑨ ポスターの掲示
⑩ イベント開催 ⑪ その他

工事の必要性に対する認知（①・②）は前回より高まっていますが、全く知らな
かった（③）割合もまだ多く、引き続き周知を図る必要があります。

10.佐倉市の多くの水道管・下水道管は、昭和50年代から60年代に整備さ
れたため老朽化が進んでおり、更新工事や耐震化工事の必要性が年々
高まっています。あなたは、このことをご存知でしたか。

＜今回＞ ｎ(Ｎ)＝648 ＜前回＞ ｎ(Ｎ)＝1,470

① 知っていた ② 少し聞いたことがある ③ 全く知らなかった

3.7

18.8

9.7

23.3

17.9

3.9

6.5

4.2

5.6

3.1

0.9

2.3

0.0 10.0 20.0 30.0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

無

4.9

21.2

9.8

25.7

17.6

1.6

3.3

3.6

5.8

4.1

0.6

1.8

0.0 10.0 20.0 30.0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

無

28.4

34.7

33.2

3.7

0.0 20.0 40.0 60.0

①

②

③

無

28.4

20.3

49.2

2.0

0.0 20.0 40.0 60.0

①

②

③

無
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11.上述した水道管・下水道管の更新工事・耐震化工事に多額の費用が必要
となる一方で、人口減少社会の到来によって収入は減少し、水道事業・
下水道事業の財政状況に非常に大きな影響を与えることが想定されます。
あなたは、このことについてどのようにお感じになりますか。

＜今回＞ ｎ(Ｎ)＝648 ＜前回＞ ｎ(Ｎ)＝1,470

① 非常に深刻な問題である ② 多少深刻な問題と感じる
③ どちらともいえない ④ あまり深刻には感じない
⑤ 全く深刻には感じない

57.6

32.3

4.6

1.7

0.2

3.7

0.0 20.0 40.0 60.0

①

②

③

④

⑤

無

66.8

20.9

4.1

2.5

0.4

9.4

0.0 20.0 40.0 60.0

①

②

③

④

⑤

無

前回同様、大多数が深刻な問題である（①・②）と回答しています。

12.上下水道に関することで、知りたいことはどれですか。（複数回答可）

① 水質に関すること ② 井戸などの水源に関すること
③ 水源から水道水ができるまでの仕組み ④ 料金・使用料に関すること
⑤ 家庭から出た汚水が浄化されるまでの仕組み
⑥ 管や施設の老朽化に関すること ⑦ 耐震化などの災害対策に関すること
⑧ 工事に関すること ⑨ 経営や財務に関すること
⑩ 上下水道部が実施するイベントのこと ⑪ 特になし ⑫ その他

17.6

6.3

7.1

16.3

8.4

15.3

13.1

6.2

5.9

1.1

0.9

0.5

1.2

0.0 10.0 20.0 30.0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

無

＜今回＞ ｎ＝648 Ｎ＝2,436 ＜前回＞ ｎ＝1,470 Ｎ＝5,571

20.4

7.0

7.5

14.8

9.0

14.3

15.0

5.0

4.3

0.7

0.6

0.4

0.9

0.0 10.0 20.0 30.0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

無

水質への関心（①）が最も高い状況は前回と変わりませんが、料金・使用料（④）
と回答した割合が増加しています。
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令和４年４月１日に水道料金の改定を実施したことによって、特に意識していな
い・わからない（⑥）回答の割合が減少し、その分、水道料金が高い（①・②）と感
じている割合が増加しています。

ⅳ. 水道料金・下水道使用料について

13.水道料金についてどのように感じていますか。

＜今回＞ ｎ(Ｎ)＝648 ＜前回＞ ｎ(Ｎ)＝1,470

① 高い ② やや高い ③ 妥当 ④ やや安い ⑤ 安い
⑥ 特に意識していない・わからない

令和４年４月１日に水道料金の改定を実施したことによって、他市町村の料金と比
較して高い（②）と感じたり、家計の支出に占める割合が増えて高い（③）と感じる
回答の割合が増加しています。
一方で、他の公共料金との比較（①）が減少しているのは、近年の原油価格高騰に

よって電気料金が値上げされたことが影響していると考えられます。

13-1.水道料金が高いと感じる理由は何ですか。（複数回答可）

＜今回＞ ｎ＝426 Ｎ＝598 ＜前回＞ ｎ＝896 Ｎ＝1,218

① 他の公共料金と比較して ② 他市町村の料金と比較して
③ 家計の支出に占める割合から ④ ２か月をまとめて支払っているから
⑤ その他

25.6

40.1

24.7

0.0

0.2

5.4

3.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

①

②

③

④

⑤

⑥

無

25.0

36.0

24.9

0.3

0.3

10.8

2.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

①

②

③

④

⑤

⑥

無

【質問13で「①・②」のいずれかを選択した方にうかがいます】

17.2

29.8

32.9

15.9

3.2

1.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

①

②

③

④

⑤

無

18.7

28.5

31.3

18.4

1.5

1.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

①

②

③

④

⑤

無
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平成２９年７月１日に下水道使用料の改定を実施したことによって、特に意識して
いない・わからない（⑥）回答の割合が減少し、その分、下水道使用料が高い（①・
②）と感じている割合が大きく増加しています。

14.下水道使用料についてどのように感じていますか。

＜今回＞ ｎ(Ｎ)＝648 ＜前回＞ ｎ(Ｎ)＝1,470

前回同様、家計の支出に占める割合（③）から高いと感じている回答が最も高く、
他市町村の使用料との比較（②）・他の公共料金との比較（①）が後に続いています。
なお、他の公共料金との比較（①）や家計の支出に占める割合（③）との回答が前

回より割合を減らしているのは、近年の原油価格高騰による電気料金値上げや令和４
年４月１日に実施した水道料金改定が影響していると考えられます。

14-1.下水道使用料が高いと感じる理由は何ですか。（複数回答可）

＜今回＞ ｎ＝389 Ｎ＝564 ＜前回＞ ｎ＝734 Ｎ＝1,218

① 他の公共料金と比較して ② 他市町村の使用料と比較して
③ 家計の支出に占める割合から ④ ２か月をまとめて支払っているから
⑤ その他

【質問14で「①・②」のいずれかを選択した方にうかがいます】

21.6

38.4

25.5

0.0

0.3

9.3

4.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

①

②

③

④

⑤

⑥

無

19.5

30.4

28.8

0.3

0.1

16.7

4.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

①

②

③

④

⑤

⑥

無

19.0

29.3

31.7

15.8

3.7

0.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

①

②

③

④

⑤

無

20.6

28.2

32.7

15.1

1.9

1.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

①

②

③

④

⑤

無

① 高い ② やや高い ③ 妥当 ④ やや安い ⑤ 安い
⑥ 特に意識していない・わからない
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値上げによって収入を確保して更新・耐震化事業を進めるべき（①・②）との回答
が７割を超えており、前回よりも施設の老朽化や震災に対する危機感が強く現れた結
果となっています。

これは、全国各地で水管橋崩落や水道管破裂などによる大規模断水が度々報道され
るようになったことや、東日本大震災後も各地で地震による被害が生じているためだ
と考えられます。

５割近くの方が値上げ幅を抑える（②）方針を支持していることを踏まえ、コスト
削減等の経営改善に努めるとともに、お客様への急激な負担増を避けることを念頭と
した定期的な料金・使用料の見直しを図って参ります。

15.問11で述べたように、今後、佐倉市の水道事業・下水道事業は「事業費
の増加」と「収入の減少」によって、健全な事業運営に支障をきたす懸
念があります。このような状況下で、安定した持続可能な水道・下水道
サービスを維持するためには、どのように今後対応していくべきと考え
ますか。

＜今回＞ ｎ(Ｎ)＝648 ＜前回＞ ｎ(Ｎ)＝1,470

① 必要な分の料金（使用料）を適時適切に値上げして、老朽化した施設の
更新や耐震化事業を着実に進め、来るべきリスクに備える

② 値上げを若干抑えて、可能な範囲で少しずつ事業を進める
③ 料金（使用料）は現状維持もしくは値下げし、既存の水道・下水道サービス

の縮小や、施設の老朽化等によるリスクはある程度やむを得ないものとする
④ わからない ⑤ その他

26.2

44.9

6.3

8.8

8.8

4.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

①

②

③

④

⑤

無

17.7

44.4

6.1

16.3

10.5

5.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

①

②

③

④

⑤

無
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安定水源の確保（①）の割合が最も高いのは前回と同様ですが、問15の回答結果で、
施設の老朽化や震災に対する危機感の増加が示されたことを裏付けるように、施設の
耐震化（③）や老朽施設の更新（④）といったリスク対策を優先すべき、との回答が
増えている状況です。
さらに、激甚化・頻発化する昨今の豪雨災害を受けて、浸水対策（②）の割合も増

加しています。
一方、水道の水質向上（⑤）を求める回答は前回より割合が減少しており、水道水

の安全性に不安を抱える方が少なくなってきている、という質問５－１の回答状況を
裏付けています。
また、①～⑤のような水道・下水道の基本的な施策に加え、省エネ等の環境に配慮

した取組（⑪）や効率的な事業運営（⑫）等、多角的な取り組みを求める声も一定数
ありました。

＜今回＞ ｎ＝648 Ｎ＝2,417 ＜前回＞ ｎ＝1,470 Ｎ＝5,345

① 安定水源の確保 ② 浸水対策 ③ 施設の耐震化 ④ 老朽施設の更新
⑤ 水道の水質向上 ⑥ お客様サービスの向上 ⑦ 広報の充実
⑧ 他事業体との連携などの広域化の推進 ⑨ 水道の未普及地域の解消
⑩ 下水道の未普及地域の解消 ⑪ 省エネ等の環境に配慮した取組
⑫ 効率的な事業運営 ⑬ その他

ⅴ. これからの水道事業・下水道事業の取り組みについて

16.今後の水道事業・下水道事業の取り組みについて、優先的に取り組むべ
き施策は何だと思いますか。（複数回答可）

19.9

7.7

12.3

17.2

12.6

3.1

2.0

3.5

2.6

3.7

6.6

7.4

0.7

0.7

0.0 10.0 20.0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

無

20.6

5.5

10.3

15.1

15.2

3.6

3.2

2.9

3.1

4.2

7.4

7.5

0.2

1.0

0.0 10.0 20.0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

無
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変更１ 基本施策の統廃合・配置転換

● 水循環 １.安全・安定給水の確保ⅲ.水道施設の適切な維持管理

● 水循環 ２.公共用水域の水質保全の促進ⅲ.下水道（汚水）施設の適切な維持管理

● 水循環 ３.浸水対策(雨水)の推進ⅰ.浸水対策の推進（「雨水排水施設の適切な維持管理」のみ）

● ⅰ．水道管の配水ブロック化の推進 ⇒ 強靭 １.水道施設の更新・耐震化

● ⅱ．非常時バックアップ施設の検討 ⇒ 危機管理 ３.危機管理体制の強化

● １.危機管理体制の強化・２.災害時給水の確保 ⇒ １.危機管理体制の強化

２． 施策体系の変更点

① 水道法改正による維持修繕の義務化や、下水道におけるストックマネジメント計画
の導入等、より「維持管理」の考え方の重要性が高まったことから、上下水道施設
の維持管理施策を束ねる基本施策（水循環 ５.適切な維持管理）を新設し、下記の
具体施策を配下に移管。

② 他の施策の取り組みの一環として行う側面が強いため、基本施策「強靭 ３.災害に
強い水道システムの構築」を廃止し、各具体施策を他の基本施策に移管。

③ どちらも災害等非常時に備えた内容で重複するため、基本方針「危機管理」の２つ
の基本施策を１つに統合。

本ビジョンで行った施策体系の見直しの詳細は、以下のとおりです。

図６-１ ビジョン施策体系の新旧対比

１. 危機管理体制の強化

快
適
な
暮
ら
し
を
未
来
に
つ
な
ぐ
佐
倉
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③ 国の政策転換への対応やこれまでの施策の実施状況等により、具体施策に紐づく主
な取り組み内容を変更。

● 水循環 ４.環境対策の推進ⅰ.環境対策の推進「環境に配慮したエネルギーの研究」
⇒  〃 「環境に配慮した技術の調査研究」

【変更理由】再生エネルギーに限定せず、幅広い視点で環境配慮技術の導入を図るため。

● 強靭 ２.下水道施設の更新･耐震化ⅰ.下水道管の更新･耐震化「下水道管の長寿命化･耐震化の推進」
⇒                       〃 「下水道管の更新・耐震化」

【変更理由】長寿命化計画からストックマネジメント計画への政策転換に対応するため。

● 強靭 ２.下水道施設の更新･耐震化ⅲ.計画的な耐震化の推進「総合地震対策計画の策定」
⇒  〃 ⅲ.更新･耐震化計画の適時適正な見直し「更新･耐震化計画の適時適正な見直し」

【変更理由】総合地震対策計画の策定が完了したため、今後はストックマネジメント計画と併せて定期的
に見直しを図っていく。

● 水循環 １.安全・安定給水の確保ⅰ.水道水の安全確保「直結給水の導入可能性検討」
⇒  〃 「直結給水の導入支援」

【変更理由】三階建て以下の家屋で導入の実現性を確認。今後は希望者の支援を進めていく。

● 危機管理 １.危機管理体制の強化ⅰ.平時からの備えの充実「水道･下水道事業総合危機管理計画の策定」
⇒  〃 「災害対策基本マニュアルの適時適正な見直し」

【変更理由】総合危機管理計画に代わる災害対策基本マニュアルの策定が完了したため、今後は定期的に
見直しを図っていく。

● 経営 １.経営基盤の強化ⅱ.効率的な事業運営の推進と組織力の強化「経費の削減」
⇒  〃 「コストの削減」

【変更理由】金銭的コストに加え、業務効率化による時間的・労力的コストの削減も図っていく。

● 経営 ２.お客様とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの充実ⅰ.広報広聴活動の充実「定期的なお客様アンケートの実施」
⇒  〃 「定期的な広聴活動の実施」

【変更理由】アンケートに限定せず、お客様の意見を経営に反映させるための手段を多く設けるため。

変更２ 具体施策の統廃合・配置転換

① 事業の完了や内容の重複等により、具体施策に紐づく主な取り組み内容を廃止。

● 水循環 １.安全・安定給水の確保ⅲ.水道施設の適切な維持管理「水道施設管理システムの充実」
【廃止理由】必要十分なシステムの拡充を果たせたため。

● 経営 １.経営基盤の強化ⅱ.効率的な事業運営の推進と組織力の強化「情報システム等の利活用」
【廃止理由】事業運営において、情報システムの活用はごく普遍的なものとなったため。

● 経営 ２.お客様とのコミュニケーションの充実ⅰ.広報広聴活動の充実「サポーター制度の検討」
【廃止理由】検討の結果、困難な点が多く導入を断念したため。

● 水循環 ２.公共用水域の水質保全の促進ⅲ.下水道施設の維持管理「集中管理システムの導入」
【廃止理由】ポンプ場における集中管理システムの導入事業が完了したため。

② 旧施策体系において不明水対策事業の一環という位置づけだった「取付管の改修」
について、個別の事業としての側面が強くなったことから、具体施策を新設。

● 水循環 ５.適切な維持管理ⅱ.下水道施設の適切な維持管理「取付管改修の推進」
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④ 施策の性質や構成等を考慮し、具体施策に紐づく主な取り組み内容を移管・統合。

● 水循環 ２.公共用水域の水質保全の促進ⅱ.計画的な汚水処理「農業集落排水の公共下水道の接続検討」
⇒  〃 ⅰ.生活排水対策の推進「農業集落排水の公共下水道の接続検討」

● 水循環 ３.浸水対策(雨水)の推進ⅰ.浸水対策の推進「内水ハザードマップの見直しと公表」
● 水循環 ３.浸水対策(雨水)の推進ⅰ.浸水対策の推進「雨水貯留浸透施設の普及促進」
⇒  〃 「市民の手による浸水対策の取り組み支援」 ※統合

● 水循環 ４.環境対策の推進ⅰ.環境対策の推進「健全な水循環づくりに向けた活動の推進」
⇒経営 ２.お客様とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの充実ⅰ.広報広聴活動の充実「健全な水循環づくりに向けた活動の推進」

● 経営 １.経営基盤の強化ⅰ.持続可能な料金・使用料等の確保「適切な資産管理」
● 経営 １.経営基盤の強化ⅱ.効率的な事業運営の推進と組織力の強化「遊休施設の活用」
● 経営 １.経営基盤の強化ⅲ.適切な資産管理「アセットマネジメントの導入及び運用」
⇒ 〃 ⅰ.持続可能な料金・使用料等の確保「適切な資産管理」 ※統合

● 経営 ２.お客様とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの充実ⅱ.お客様の利便性向上「支払方法の検討」
● 経営 ２.お客様とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの充実ⅱ.お客様の利便性向上「利便性の高いサービスの推進」
⇒ 〃 「利便性の高いサービスの検討」 ※統合

● 経営 ３.連携による経営改善ⅰ.官民連携による経営改善「委託業務の拡大等の調査研究」
● 経営 ３.連携による経営改善ⅰ.官民連携による経営改善「官民連携手法（導入）の調査研究」
⇒ 〃 「民間活力の活用に向けた調査研究」 ※統合

● 経営 ３.連携による経営改善ⅱ.広域連携の調査研究「システムの共同発注の調査研究」
● 経営 ３.連携による経営改善ⅱ.広域連携の調査研究「事業統合に向けた調査研究」
⇒ 〃 ⅰ.広域化の調査研究 「広域化の実現に向けた調査研究」 ※統合

● 水循環 １.安全・安定給水の確保ⅱ.安定給水の確保「水源の確保と計画的な受水管理」
● 水循環 １.安全・安定給水の確保ⅱ.安定給水の確保「安定水源の確保」
⇒  〃 「安定水源の確保と計画的な受水管理」 ※統合

● 水循環 ２.公共用水域の水質保全の促進ⅰ.生活排水対策の推進「効率的な汚水処理」
● 水循環 ２.公共用水域の水質保全の促進ⅲ.下水道施設の適切な維持管理「不明水対策の推進」
⇒  〃 ⅲ.下水道施設の適切な維持管理「不明水対策の推進」 ※統合 第
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